
Ⅳ．研究成果の刊⾏物・別刷
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修士論文 
2023（令和 5）年度 

職域がん検診施設における精度管理状況に関する調査 

論文要旨 
がん検診精度管理とは、検査技術や方法のみではなく、「技術・体制指標」「プロセス指標」「ア

ウトカム指標」を評価指標として行うがん検診事業マネジメントを指し、その推進のためには関
係者（国、委託元、検診実施機関等）がそれぞれの役割を適切に担う必要がある。

国ががん検診を推奨している 5 つのがんの診断においては検診による早期発見と死亡率減少効
果が示されている。現在、わが国のがん検診の 30～60％は住民検診ではなく職域検診で受けてい
ると推測され、職域検診の精度管理体制の整備は急務である。2018 年に厚生労働省から公表され
た「職域におけるがん検診に関するマニュアル」には、がん検診実施施設に求める精度管理項目
として住民検診用の「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」が添付されているが、職
域検診用としても使用できるかの検討は十分にされていない。そこで本研究では、職域検診でも
住民検診と同等の精度管理を行うために、（1）職域検診用のがん検診施設に求める精度管理項目
チェックリストの作成、（2）（1）を用いた職域検診用アンケート調査票を作成し、全国の職域が
ん検診施設を対象とした精度管理状況評価を行った。その結果、（1）職域検診として適切な表現
への統一、修正を行うことができれば職域検診用チェックリスト案の作成は可能であった、（2）
（1）を用いて作成した職域検診用アンケート調査票による全国の職域がん検診施設を対象とした
精度管理状況評価も実施可能であり、職域のがん検診における様々な課題を把握することができ
た。職域検診の法的、体制的限界および将来的に住民検診、職域検診のどちらでも使用可能な精
度管理項目とし全国民が適切ながん検診および精密検査による早期発見、早期治療を行える体制
構築を視野に入れた検討が必要である。
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Master’s Thesis / Thematic Research Paper 
Academic Year of 2023 (Reiwa05) 

Survey on the Status of Quality Control Management at Workplace Cancer Screening Facilities 

Cancer screening quality control management refers to the management of cancer screening projects using 
"technology/system indicators," "process indicators," and "outcome indicators" as evaluation indicators, rather 
than testing techniques and methods alone, and for its promotion, all parties involved (the government, 
contractors, screening centers, etc.) must play their respective roles appropriately. In the diagnosis of the five 
cancers for which the government recommends cancer screening, early detection by screening and reduction 
in mortality have been shown to be effective. It is estimated that 30-60% of cancer screenings in Japan are 
currently conducted at workplaces rather than by residents, and there is an urgent need to improve the quality 
control management system for workplaces. However, there has not been sufficient consideration of whether 
these items can also be used for workplace screening. Therefore, in this study, we (1) created a checklist of 
quality control management items required of cancer screening facilities for workplace screening, (2) created 
a questionnaire using (1) for workplace screening, and evaluated the status of quality control management at 
workplace cancer screening facilities nationwide, in order to ensure that workplace screening is as accurate as 
resident screening. As a result, we found that (1) it was possible to create a draft checklist for professional 
cancer screening if the appropriate expressions for professional cancer screening could be unified and 
modified, and (2) it was also possible to evaluate the status of quality control management at professional 
cancer screening facilities nationwide using the questionnaire for professional cancer screening created based 
on (1) above, and to identify various issues in professional cancer screening. It is necessary to examine the 
legal and institutional limitations of workplace cancer screening, and to establish a system that can be used for 
both community and workplace cancer screening in the future, so that all citizens can receive appropriate 
cancer screening and early detection and treatment through precision examinations. 

Key Words 
 cancer screening, quality control management, cancer screening facilities, cancer screening at 
the workplace, cancer screening of residents,  
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1. 背景
がん検診の目的は、症状を自覚する前の早期の段階でがんを発見し治療することにより、がんに

よる死亡を妨げることである。つまり、がん検診が有効であるかは、検診を受診することによりが
んによる死亡率が減少することで示される 1)2)。 わが国では５つの部位のがん検診について有効性
が認められるとして推奨されており、これら 5 つのがんの診断においては実際に発見経緯が「がん
検診由来」であることによる早期発見効果が示されている 3)。 

健康増進法上のがん検診の実施主体は市町村であるため、これまで市町村が実施主体のがん検診
の精度管理体制については整備されてきた 4)。しかし、実際はわが国のがん検診の 30～60％は市町
村が実施主体である住民検診ではなく健康保険組合（以下、健保組合）や事業主が実施主体である
職域検診で受けていると推測されており 5)、職域検診の精度管理体制の整備は急務である。そのよ
うな状況を考慮し、2018 年に厚生労働省から「職域におけるがん検診に関するマニュアル（以下、
職域マニュアル）」6)が公表された。がん検診精度管理とは、検査技術や方法のみではなく、「技術・
体制指標」「プロセス指標」「アウトカム指標」を評価指標として行うがん検診事業マネジメントを
指す 7)。 

職域の健康施策は、公法人である「健保組合」、私法人である「事業主」という 2 つの法人のい
ずれかで実施されている。前者では主に健康保険法に基づき、後者では主に労働安全衛生法に基づ
き実施されているが、がん検診はどちらにもその実施を義務付けたり、内容を規定したりする根拠
法が存在しない。そのため、多くの職域では福利厚生の一部としてがん検診の正しい情報を持たな
い被保険者・従業員の単純な要望をかなえることや平等の機会を与えることが優先され、検査を受
ける機会を提供するのみで精度管理を行わない、いわば「やりっ放し」状態になっている 8)9)。 

また、検診実施施設においても本来は全ての受診者に対して同一の質のがん検診が提供されるべ
きであるが、わが国では同一検診施設のがん検診でも委託元によって精度管理に差がつき得る 10)。
その理由の一つとして、市区町村が委託する住民検診は健康増進法に基づき実施され、厚生労働省
の指針 4)により精度管理の遵守が義務付けられているが、健保組合や事業主が委託する職域検診に
はそれが求められていないことが挙げられる。精度管理状況のばらつきが課題視されているものの
11)12)、職域検診には、住民検診における地域保健・健康増進事業報告のように検診施設の精度管理
状況の把握を行う根拠法、体制、国への報告等が存在せず 13)、職域および職域がん検診施設の自主
的な努力のみによる精度管理推進には限界がある。

2. 目的
がん検診精度管理は、「技術・体制指標」「プロセス指標」「アウトカム指標」を評価指標として、

関係者（国、委託元、検診実施機関等）がそれぞれの役割を適切に担う必要がある 7)。職域マニュ
アルでは、がん検診実施施設に求める精度管理項目として、住民検診用の「仕様書に明記すべき必
要最低限の精度管理項目（以下、仕様書必須項目）」がリストアップされ職域検診用として添付され
ているが、住民検診用のものがそのまま職域検診で使用できるかの検討は十分にされていない。そ
こで本研究では、職域検診でも住民検診と同等の精度管理を行うために、（1）職域検診用のがん検
診施設に求める精度管理項目チェックリストの作成、（2）（1）を用いた職域検診用アンケート調査
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票および Web アンケートフォームを作成し、全国の職域がん検診施設を対象とした精度管理状況
評価を行うこととした。 

3. 方法
本研究は、厚生労働科学研究費補助金「職域における科学的根拠に基づくがん検診の社会実装に

関する研究」研究班（研究代表者：立道昌幸先生）の分担研究として実施した。本研究の調査対象
は、がん検診実施施設である。 

今回は、がん検診の有効性が認められている 5 つのがん検診（胃・大腸・肺・乳房・子宮頸部）
のうち、大腸、乳房、子宮頸部の 3 つのがん検診を対象とした。肺がん検診については、職域から
検診施設に対して労働安全衛生法に基づく主に結核発見が目的とされていた定期健診と肺がん発
見を目的とした肺がん検診とを明確に区別して胸部 X 線検査が依頼されていないことが多いこと、
胃がん検診については、職域では胃部 X 線または胃部内視鏡という手法別の精度管理が困難である
こと、また胃炎等がん以外の疾患のフォローアップ（福利厚生）と胃がん発見目的の胃がん検診と
を明確に区別して検査が依頼されていないこと等から、検診施設側が職域からの依頼をがん検診で
あったか否かを明確に区別して回答することが困難であると判断し、本研究対象外とした。 

本研究におけるがん検診とは、有効性が認められ精度管理方法が仕様書必須項目として定められ
ている検査（大腸がん検診の便潜血検査、乳がん検診のマンモグラフィ、子宮頸がん検診の医師採
取による子宮頸部細胞診）を指す。 

（1）職域検診用のがん検診施設に求める精度管理項目チェックリストの作成
住民検診用には「仕様書必須項目」に基づいて作成された「事業評価のためのチェックリスト（検

診機関用）（以下、チェックリスト）」がある。検診機関に求められる精度管理事項として、仕様書
必須項目は検診実施施設との委託契約時の仕様書作成時に、チェックリストは検診実施施設のある
市区町村における事業評価時に使用することが想定されている 14)。記載されている内容はどちらも
ほぼ同じであるが、内容を精査すると一部差異が確認できたため、それらの統一化を行った。意図
がわかりづらい、および、住民検診向けの法律・体制を前提とした表現が使用されている箇所は、
「仕様書必須項目の表現への統一」「チェックリストの表現への統一」「表記の一部追加・削除・変
更」を実施し、「職域検診としてがん検診実施施設に求める精度管理項目チェックリスト」として使
用可能か検討した。「市区町村」と記載されている箇所は一律で「委託元」と置き換えた。また、同
時に、「職域検診の法的・体制的限界により住民検診同等の対応ができない」項目の抽出も行った。 

（2）職域検診施設におけるがん検診精度管理に関するアンケート調査
3 つのがん検診の調査票をそれぞれ個別に作成した。（1)で作成した職域検診用のがん検診実施

施設に求める精度管理項目チェックリストを用いて、いずれのがん検診においても概ね共通項目と
なる「受診者への説明」「システムとしての精度管理」「事業評価に関する検討」の 3 分野について
職域がん検診実施施設における精度管理状況評価を行うためのアンケート調査票を作成し、作成し
たアンケート調査票を用いて全国の職域がん検診実施施設が精度管理項目および質問を適切に理
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解し回答することが可能な Web アンケートフォームを構築した。アンケートフォームでは、回答
施設の特性を知るための施設所在地、回答者の職種、施設種別、職域契約先、住民がん検診受託歴
の有無、職域マニュアル取り組み状況を調査項目として追加した。 

調査は、健診代行会社 3 社（ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社イーウェル、
株式会社バリューHR）の協力の下、3 社の契約先である全国の職域がん検診実施施設に対し実施し
た。健診代行会社とは、職域で健診・検診対象者が全国や複数事業所に分布している場合等に各地
の健診・検診実施施設との契約事務から健診・検診結果入手までの業務の代行サービスを提供して
いる会社を指す。回答期間は 2023 年 8 月 21 日から 2023 年 10 月 15 日で、Web アンケートフォ
ームを健診代行会社 3 社からメールおよび FAX で契約先施設に案内した。重複を除いた案内施設
は 3,834 施設で、施設からの回答は Web 上のみ可とし、期間中 1 回、未回答施設に対し案内の再
送を実施した。 

本研究では、調査回答施設および回答者の特性、精度管理項目チェックリストの実施状況を集計
した。調査回答施設の回答率については国勢調査で定められている大都市圏の中心都市のある都道
府県を大都市圏とし 15)、非大都市圏との間での回答率の差は χ2 検定にて確認した。精度管理項目
チェックリストの実施状況については、回答施設の実際の集計値を報告し、3 つのがん検診の回答
内容の差はχ2 乗検定と残差分析で確認した。集計および統計解析には R を用いた。

なお本研究の対象は健診機関であり「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
の対象外である。また本研究ではいかなる個人情報、個人関連情報の取り扱いはない。 

4. 結果
（1）職域検診用のがん検診施設に求める精度管理項目チェックリストの作成

住民検診の契約時の仕様書作成用に使用されている仕様書必須項目（現行の職域マニュアルに添
付されているもの）と住民検診の事業評価用に使用されているチェックリストの内容の統一化を行
った上で、「職域検診用に作成したがん検診実施施設に求める精度管理チェックリスト（仕様書必
須項目兼用）」案が付録の表 1-1、表 1-2、表 1-3 である。ただし、「市区町村」と記載されている部
分を単純に「委託元」と置き換えた箇所は本研究での検討項目から除いた。 

大腸がん検診では、解説部分も含め、「仕様書必須項目の表現への統一」を全 5 分野で 1 項目ず
つの計 5 項目、「チェックリストの表現への統一」を「事業評価に関する検討」で 2 項目、「表記の
一部追加・削除・変更」を「受診者への説明」で 3 項目、「検査の精度管理」で 1 項目、「事業評価
に関する検討」で 2 項目の計 6 項目で実施した。同時に、「職域検診の法的・体制的限界により住
民検診同等の対応ができない」項目が「受診者への説明」で 1 項目、「システムとしての精度管理」
で 3 項目、「事業評価に関する検討」で 3 項目の計 6 項目抽出された（表 1-1）。 

乳がん検診では、解説部分も含め、「仕様書必須項目の表現への統一」を「質問（問診）、及び撮
影の精度管理」を除く 4 分野で 1 項目ずつの計 4 項目、「チェックリストの表現への統一」を「質
問（問診）及び撮影の精度管理」、「乳房エックス線読影の精度管理」で 1 項目ずつ、「事業評価に
関する検討」で 2 項目の計 4 項目、「表記の一部追加・削除・変更」を「受診者の説明」で 3 項目、
「事業評価に関する検討」で 2 項目の計 5 項目で実施した。同時に、「職域検診の法的・体制的限
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界により住民検診同等の対応ができない」項目が「受診者の説明」で 1 項目、「システムとしての
精度管理」で 4 項目、「事業評価に関する検討」で 3 項目の計 8 項目で抽出された（表 1-2）。 

子宮頸がん検診では、解説部分も含め、「仕様書必須項目の表現への統一」を「「検診機関での精
度管理」を除く 4 分野で 1 項目ずつの計 4 項目、「チェックリストの表現への統一」を「検診機関
での精度管理」で 2 項目、「事業評価に関する検討」で 2 項目の計 4 項目、「表記の一部追加・削
除・変更」を「受診者への説明」で 3 項目、「検診機関での精度管理」で 2 項目、「システムとして
の精度管理」で 1 項目、「事業評価に関する検討」で 2 項目の 8 項目で実施した。同時に、「職域検
診の法的・体制的限界により住民検診同等の対応ができない」項目が「受診者の説明」で 1 項目、
「システムとしての精度管理」で 4 項目、「事業評価に関する検討」で 3 項目の計 8 項目で抽出さ
れた（表 1-3）。 

以上より、意図がわかりづらい、および、住民検診向けの法律・体制を前提とした表現が使用さ
れている箇所は「仕様書必須項目の表現への統一」「チェックリストの表現への統一」「表記の一部
追加・削除・変更」を実施することで概ね「職域検診用に作成したがん検診実施施設に求める精度
管理チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」として使用可能ではあるが、「職域検診の法的・体制
的限界により住民検診と同等の対応ができない」内容が一部残ることが判明した。法的限界として
は住民検診の精密検査結果は個人の同意がなくても市区町村や検診機関へ提供できると個人情報
保護法の例外事項として認められているが、職域検診ではそれが認められていない点、体制的限界
としては地域保健・健康増進事業報告が職域に存在しない、撮影や読影向上・診断や判定の精度向
上ための専門家を交えた症例検討会や委員会、市区町村や医師会による症例検討会や委員会が職域
に存在しない、自治体と連携した指標値把握体制や都道府県・市区町村・医師会等から指導・助言
等を受ける体制がないという点が挙げられる。検討箇所および作成経緯の詳細については、各表に
示した。 

（2）職域検診施設におけるがん検診精度管理に関するアンケート調査
① 職域検診用アンケート調査票および Web アンケートフォームの作成
職域検診用として作成したチェックリスト（仕様書必須項目兼用）案を用いて職域がん検診実施

施設における精度管理状況評価のための職域検診用アンケート調査票を作成した（付録の表 2-1、
表 2-2、表 2-3）。アンケート調査票は、３つのがん検診それぞれの「受診者の説明」「システムとし
ての精度管理」「事業評価に関する検討」の 3 分野の全精度管理項目を網羅し、回答施設側が職域
がん検診の精度管理状況に関する質問を適切に理解、回答可能な選択肢を作成した。質問数は、回
答施設特性 8 問、大腸がん検診 23 問、乳がん検診 25 問、子宮頸がん検診 25 問の合計 81 問とな
った。この際、精度管理項目として求められている内容の実施状況をより正確に把握するために必
要な補足質問を新たに追加している。 

追加した質問は、「受診者への説明」の分野においては、すべての受診者（大腸がん検診ではすべ
ての申込者）に持ち帰り可能な資料を配布できているかを確認するために「資料配布対象者」と「資
料配布形式」（表 2-1 Q15～16、表 2-2 Q38～39、表 2-3 Q63～64）、精密検査実施先との連携や情
報共有の状況を確認するために「精密検査実施施設の有無」（表 2-1 Q14、表 2-2 Q37、表 2-3 Q62）、
受診間隔の伝え方を確認するために「推奨年齢」と「推奨受診間隔」（表 2-1 Q10～13、表 2-2 Q33
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～36、表 2-3 Q58～61）、「システムとしての精度管理」の分野においては、受診者と委託元両者に
どのように結果報告を行えているかを確認するために「受診者への結果報告方法」、「委託元への結
果報告方法」、「結果報告までの期間」（表 2-1 Q20～24、表 2-2 Q43～47、表 2-3 Q68～72）、報告
時に使用している判定区分を確認するために「判定区分の種類」（表 2-1 Q25、表 2-2 Q49、表 2-3 
Q74）、把握できている精密検査情報を明確に確認するために「具体的な精密検査項目の把握状況」
（表 2-1 Q26～27、表 2-2 Q50～51、表 2-3 Q75～76）、「事業評価に関する検討」の分野において
は、「各プロセス指標の算出の有無」、「プロセス指標を用いた検討」「各仕様書必須項目の実施状況」
「各仕様書必須項目の今後の実施可能性」（表 2-1 Q28～31、表 2-2 Q52～53、Q55～56、表 2-3 
Q77～78、Q80～81）である。 

検討箇所および作成経緯の詳細は、各表に示した。 

また、Web アンケートフォーム構築に当たっては、前段の質問への回答によって各回答者に必要
な質問のみが後の画面上に現れるような分岐を設計することで回答者の負担軽減による回答精度
向上に配慮した。これらの内容および機能を反映させ、職域がん検診用として検診施設が回答可能
な Web アンケート調査票および Web アンケートフォームが完成した（図 1）。 

② アンケート回答結果
Web アンケートフォームは、健診代行会社 3 社（ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、

株式会社イーウェル、株式会社バリューHR）を通じて配布した。 
アンケートは、3,834 施設中 762 施設（19.9％）から回答が得られ，そのうち大腸がん検診とし

て便潜血を実施している施設は 719 施設（94.4％）、乳がん検診としてマンモグラフィを実施して
いる施設は 448 施設（58.8％）、子宮頸がん検診として子宮頸部細胞診（医師採取）を実施してい
る施設は 418 施設（54.9%）、3 がんすべての検診を実施している施設は 386 施設（50.7%）、3 が
んいずれかの検診を実施している施設は 726 施設（95.3%）であった。 

図 1  職域がん検診実施施設における精度管理状況アンケート調査 Web 画面（大腸がん検診回答画面一部抜粋） 
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＜回答施設特性＞ 
都道府県別アンケート回答率は施設所在地である都道府県により千葉県の 9.9%から佐賀県の

50.0%とばらつきが大きく、これは住民検診実施施設を対象に行われてきたこれまでの調査とも一
致する 16）。しかし、未回答の都道府県はなかった（図 2-1）。地域別の回答率について、国勢調査で
定められている大都市圏の中心都市のある大都市圏の都道府県と非大都市圏との間で有意差はみ
られなかった（表 3）。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アンケートに回答した職種の割合（複数回答）は、高い順に事務担当者 77.4%、看護師・保健師

10.0%、医師 8.1%、臨床検査技師 6.6%、その他 2.8％であった（図 2-2）。 
施設種別の割合は病院または病院付属健診施設 52.5%、診療所（一般患者診療業務を主として行

っている施設）23.9%、健診施設（健診業務を主として行っている施設）23.8%であり、病院付属
健診施設が半数以上であった(図 2-3)。 
 
 
 
 

 
 

職域契約先（複数回答）は、健保組合または事業主と契約している施設が 89.2%、協会けんぽと
の契約が 76.9%、共済組合が 61.7%、その他が 0.4％であった(図 2-4)。 

 
 
 
 
 

図 2-1  都道府県別アンケート回答数・回答率 

表 3 
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住民がん検診受託歴のある健診施設は 85.3%であった(図 2-5)。職域マニュアルの取り組み状況
については、施設全体周知済みで積極的に取り組み中の施設が 43.8%、施設全体に周知はしている
が取り組みは未実施の施設が 24.1%、施設全体未周知で未取り組み/わからない 32.0%であった（図
2-6）。

＜がん検診として実施している検査＞ 
精度管理項目に関する各質問についての結果の詳細は以下の通りであった。なお、回答基準は「委

託元の指示にかかわらず施設の方針として主体的に実施している内容」とし、回答に迷う場合は「最
も近いと思われるものを回答すること」とした。 

 調査回答施設のうち、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診のいずれかのがん検診を実施
したと回答した○○施設において、それぞれのがん検診として実施している検査（複数回答）につ
いて確認した。それぞれの部位のがん検診において、死亡率減少効果の科学的根拠があり、職域マ
ニュアルでの実施が認められているのは大腸がんでは便潜血検査、乳がんではマンモグラフィ、子
宮頸がんでは子宮頸部細胞診（医師採取）のみである。しかし、有効性が認められていない各種検
査をがん検診として提供している施設もあり、乳がん検診における超音波検査（80.9%）、子宮頸が
ん検診における医師採取による HPV 検査（49.0%）が多かった（図 3）。

大腸がん検診として便潜血検査、乳がん検診としてマンモグラフィ、子宮頸がん検診として医師
採取による子宮頸部細胞診を実施していると回答した 726 施設における各検査の精度管理実施状
況に関する調査結果を示す。 

図 3  職域がん検診として実施している検査（複数回答） 
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＜「受診者への説明」の分野＞ 
 仕様書必須項目として、「すべての受診者（大腸がん検診はすべての申込者）に持ち帰り可能な資
料による説明」が求められているが、すべての受診者に説明をしている施設はいずれのがん検診に
おいても概ね半数強で、がん検診別でも有意な差はみられなかった（図 4-1、表 4-1）。すべて、ま
たは、一部の受診者に説明をしていると回答した施設のうち、持ち帰り可能な資料で説明できてい
る施設はいずれのがん検診においても概ね 6 割前後であった。がん検診別では持ち帰り可能な資料
での説明は大腸がん検診で低く、乳がん検診で高い傾向がみられた（図 4-2、表 4-1）。 

持ち帰り可能な資料（図 4-3）および持ち帰り不可能な資料・口頭（図 4-4）のそれぞれにおい
て、仕様書必須項目で求められている内容が受診者に適切に説明されているかを確認したところ、
いずれのがん検診および説明方法においても「精密検査の必要性」が突出して高く、「精密検査結果
を検診機関が把握すること」は低かった。がん検診別では「当該がんによる死亡率」「死亡率減少効

図 4-1  職域がん検診におけるすべての受診者への説明 

図 4-2  職域がん検診における説明方法（複数回答） 
表 4-1 がん検診別回答状況 
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果」「偽陽性」「定期受診による効果」について、「大腸がん検診」が他の 2 つのがん検診より有意
に低かった（表 4-2）。 

図 4-4  持ち帰り不可能な資料・口頭での説明内容（複数回答） 

図 4-3  持ち帰り可能な資料での説明内容（複数回答） 

表 4-2 がん検診別回答状況 

134



持ち帰り可能な資料を配布するタイミングも仕様書必須項目においてがん検診ごとに定められ
ており、大腸がん検診は「検査キット配布時」、乳がん検診と子宮頸がん検診は「受診勧奨時または
受診時」である。職域検診においては、大腸がん検診は検査キット配布時を、乳がん検診と子宮頸
がん検診は検査キット配布時および受診時を適切な配布タイミングとして集計を行った。適切なタ
イミングでの配布は大腸がん検診 61.5%、乳がん検診 69.1%、子宮頸がん検診 72.3％で、大腸がん
検診が有意に低いことがわかった（図 4-5、表 4-3）。

がん検診がその有効性を発揮するためには、要精密検査と判定された際には必ず精密検査を受診
することが重要である。検診施設内部（自施設）またはその付属施設で精密検査まで実施でき、精
密検査結果が把握できる施設は、大腸がん検診 65.8％、乳がん検診 63.0％、子宮頸がん検診 51.6%
で、大腸と乳は高いが、子宮頸がん検診で有意に低い傾向があった（図 4-6、表 4-4）。 

図 4-6  職域がん検診実施施設の精密検査実施施設の有無 

図 4-5  持ち帰り可能な資料の配布タイミング 
表 4-3 がん検診別回答状況 

表 4-４ がん検診別回答状況 
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がん検診の有効性が認められている対象年齢は、大腸がん検診、乳がん検診は 40 歳以上、子宮
頸がん検診は 20 歳以上であるが、職域がん検診においては「適切な推奨年齢」で検診を実施して
いる施設の割合は低く、多くの施設が推奨年齢は「その他/決まっていない」と回答していた。適切
な推奨年齢で検診を実施している施設の割合は、乳がんで高く、大腸がんと子宮頸がんでは低い傾
向が確認できた（図 4-7、表 4-5）。 

同様に、受診間隔は、大腸がん検診は毎年、乳がん検診、子宮頸がん検診は隔年が推奨されてい
るが、職域がん検診における「適切な推奨間隔」で検診が実施できている施設の割合は大腸がん検
診（64.7%）で高く、乳がん（27.4%）、子宮頸がん検診（81.5%）で低い傾向が確認できた（図 4-
8、表 4-5）。 

＜「システムとしての精度管理」の分野（システムとはがん検診実施・管理体制のことを指す）＞ 
 職域がん検診受診者への結果報告は、検診実施施設から直接本人または職域経由で実施されるが、
職域がん検診においては検診施設から直接本人に報告されていることが多いことが明らかとなっ
た。その他では健診代行会社からの結果報告が挙げられていた。がん検診別では、大腸がん検診に
おいて、直接本人への報告率が低い傾向が明らかとなった（図 5-1、表 5-1）。 

図 4-7  職域がん検診における受診推奨年齢 図 4-8  職域がん検診における受診推奨間隔 

図 5-1  職域がん検診における受診者への結果報告方法（複数回答） 

表 4-5 がん検診別回答状況 
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受診者へのがん検診結果報告までの期間は、仕様書必須項目において定められている大腸がん検
診 2 週間以内、乳がん検診、子宮頸がん検診 4 週間以内を「適切な期間」として職域健診における
集計を行った。期間の短い大腸がん検診は適切な期間である 2 週間以内を遵守できている施設は
46.2%であったが、乳がん検診、子宮頸がん検診は適切な期間である 4 週間以内を概ね遵守できて
いた（図 5-2、表 5-2）。 

また、受診者に結果報告を行わないことがある（音信不通等のやむを得ない事情を除く）と回答
した施設が大腸がん検診で 4 施設、乳がん検診で 3 施設、子宮頸がん検診で 1 施設あったが、その
理由は「来院しないから」「問診時の希望」の他は不明であった（図 5-3）。 

受診者のがん検診結果を職域（健保組合や事業主等）に報告しているかについては、全職域へ報
告している施設の割合は大腸がん検診で 66.6％、乳がん検診で 59.9％、子宮頸がん検診で 57.8％
であった。職域との取り決めによって報告する場合としない場合がある施設は 30%～40%程度、職
域に報告していない施設は大腸がん検診で 4.2%、乳がん検診で 3.1%、子宮頸がん検診で 2.4%で
あり、職域によって報告の有無が異なる施設の割合が大腸がんでは低く（29.2%）、子宮頸がんでは
高い（40.0%）、職域には報告しない施設の割合は大腸がん検診で高く（4.2%）、子宮頸がん検診で

図 5-2  職域がん検診における受診者への結果報告までの期間 図 5-3  職域がん検診における受診者への結果未報告 

表 5-1 がん検診別回答状況 

表 5-2 がん検診別回答状況 
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は低い（2.4%）傾向が確認できた（図 5-4、表 5-3）。 

がん検診の結果判定は「精密検査不要」「要精密検査」の 2 つのうちのいずれかの判定区分で報
告されるべきであるが、受診者および職域へ報告している判定区分を確認したところ、職域がん検
診ではそれら 2 つの判定区分の他に「要フォローアップ（または経過観察）」という判定が多く使
用されていた。「要フォローアップ（または経過観察）」の判定区分のあった施設の割合は、大腸が
ん検診 48.4％、乳がん検診 75.9 %、子宮頸がん検診 78.9%で、乳がん検診、子宮頸がん検診で高
い傾向があった（図 5-5、表 5-4）。 

また、乳がん検診判定ではマンモグラフィの精密検査要/不要を決定する「検診カテゴリー」17)の
使用状況を、子宮頸がん検診では子宮頸部細胞診の精密検査要/不要を判定する「ベセスダシステ
ムによる分類」18)の使用状況を確認したところ、乳がん検診カテゴリーやベセスダシステムによる
分類は多くの施設で使用されていることが確認できた（図 5-6）。

また、乳がん検診の撮影や読影向上、子宮頸がん検診の診断・判定の精度向上のための検討会や
委員会に参加している施設は、乳がん検診 57.0%、子宮頸がん検診 41.2％であり、乳がん検診で高
く、子宮頸がん検診で低い傾向が確認できた（図 5-7、表 5-4）。 

図 5-4  職域がん検診における職域への結果報告状況 

図 5-5  職域がん検診において使用されているがん検診判定区分（複数回答） 

表 5-3 がん検診別回答状況 
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仕様書必須項目で求められている精密検査情報把握状況を知るため、「がん検診結果」「精密検査
受診状況」「精密検査詳細情報」の把握の有無について確認した。いずれのがん検診でも「がん検診
結果」を把握している施設の割合は高かったが（98-99%）、「精密検査受診状況」を把握している施
設の割合は 49-59%、「精密検査詳細情報」は 34-42%と低かった（図 5-8）。部位別では、大腸がん
検診においては他の 2 つのがん検診よりも把握している施設の割合が低い傾向が確認できた（表 5-
5）。 

さらに、「精密検査詳細情報」を把握していると回答した施設に対して詳細情報の内容である「精
密検査方法」「がんの有無」「がん進行度」をどの程度把握しているかを確認した。子宮頸がん検診
においては仕様書必須項目で「地域保健・健康増進事業報告に必要な情報」19)として報告が求めら
れている「上皮内病変（CIN・AIS 等）の有無」についても確認した。精密検査詳細情報を把握して
いると回答した施設の 87-96%が「精密検査方法」と「がんの有無」を把握していたが、「がん進行
度」を把握している施設は 61%～71%であった。子宮頸がん検診における「上皮内病変の有無」は
81%の施設で把握されていた（図 5-9）。部位別では「がんの有無」を把握している施設の割合が大
腸がん検診で低く、子宮頸がん検診で高い傾向が確認できた（表 5-5）。 

図 5-6  職域がん検診における「乳がん検診カテゴリー」および 

「子宮頸がん検診ベセスダシステム分類」の使用状況 

図 5-7  撮影や読影向上や診断・判定の精度向上のための 

検討会や委員会への参加 

表 5-4 がん検診別回答状況 
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＜「事業評価に関する検討」の分野＞ 
 仕様書必須項目で求められているがん検診のプロセス指標（要精検率、精検受診率、がん発見率、
陽性反応適中度）20)を把握できているかを確認した。プロセス指標を「1 つも算出していない」と
回答した施設は大腸がん検診では 62.7%、乳がん検診では 47.4%、子宮頸がん検診では 46.5%であ
り、大腸がんで高く、乳がんと子宮頸がん検診で低い傾向があった。プロセス指標別の把握はいず
れの部位においても「要精検率」「精検受診率」「がん発見率」「陽性反応適中度（PPV）」の順に把

図 5-8  職域がん検診情報の把握状況（複数回答） 

図 5-9  職域がん検診精密検査詳細情報の把握状況（複数回答） 

図 5-8  職域がん検診情報の把握状況（複数回答） 

表 5-5 がん検診別回答状況 
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握している施設の割合が低く、大腸がん検診で低く、乳がんと子宮頸がん検診で高い傾向はいずれ
の指標でも同様であった（図 6-1、表 6-1）。プロセス指標を用いた事業評価、改善に向けた検討状
況は、がん検診別の有意差はみられなかった（図 6-2、表 6-1）。 

現時点で実施できている、または、今後実施可能と思われる仕様書必須項目については、3 つの
がん検診それぞれの仕様書必須項目 21)に実際に目を通しながら回答をするよう依頼した。いずれの
がん検診においても受診者への説明、システムとしての精度管理、事業評価に関する検討等、がん
検診の事前準備または事後評価に関する精度管理項目については回答率が低かった。また、本質問
においても乳がん検診、子宮頸がん検診と比較し、大腸がん検診における各項目の回答率が低かっ

図 6-1  職域がん検診におけるプロセス指標算出状況（複数回答） 

図 6-2  職域がん検診におけるプロセス指標を用いた事業評価、改善に向けた検討 

表 6-1 がん検診別回答状況 
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た（図 6-3）。共通項目である「受診者への説明」「システムとしての精度管理」「事業評価に関する
検討」の回答率をがん検診別に比較したところ、いずれにおいても大腸がん検診の回答率が有意に
低かった（表 6-2）。 

また、仕様書必須項目の今後の実施可能性について確認したところ、約半数の施設で「概ね実施
可能」と回答し、「一部実施可能」と回答した施設も含めると、可能と回答した施設は、大腸がん検
診 73.3%、乳がん検診 82.6％、子宮頸がん検診 83.7％で（図 6-4）、大腸がん検診において「実施
不可/わからない」の回答率が有意に高かった（表 6-2）。 

図 6-3  職域がん検診において実施している、または、今後実施可能な仕様書必須項目（複数回答） 

図 6-4  職域がん検診における仕様書必須項目の実施可能性 

表 6-2 がん検診別回答状況 
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5. 考察
（1）職域検診用のがん検診施設に求める精度管理項目チェックリストの作成

住民検診用の仕様書必須項目とチェックリストの内容の統一化を行い、職域検診用のがん検診実
施施設に求める精度管理チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案の作成を行った結果、住民検診
用の仕様書必須項目およびチェックリストは、表 1-1～1-3 のような表現の統一、修正を行うこと
により、概ね職域検診の実態に沿った形で使用可能であることがわかった。一方で、そのような表
現の統一、修正を行ってもなお、法的限界、体制的限界が残る。 

現在の職域マニュアルは、住民検診のような健康増進法に基づく指針 4)という位置づけではなく、
公的な強制力のない参考資料としての「マニュアル」という位置づけが貫かれ、その内容も住民検
診の精度管理資料がそのまま添付されたものである。職域マニュアルが通知されたものの職域には
住民検診のような精度管理のモニタリング体制や運用マニュアル、従事者研修等 22)が存在せず、職
域は何を根拠法に、どのように始めたら良いのかもわからないという現状にある。 また、50 人以
上の従業員を雇用する事業主には労働安全衛生法に基づく産業医選任義務があるが、産業医職務に
がん検診結果の事後措置は含まれていない 23)。結果的に、長い間多くの職域がん検診は事業主側の
健康管理上の責務ではなく健保組合側の福利厚生事業として取り扱われ、精度管理がなされず、や
りっ放しとなってきた。また、職域では、事業主の規模、事業所数、業種等によって、がん検診担
当者が土地勘のない全国各地の検診施設と委託契約を行っていかなければならないケースが多々
ある。これは地域に根ざした市区町村単位の住民検診と大きく異なる特徴である 11)。 

体制的限界の 1 つであった職域検診用のチェックリストが存在しない点については本チェック
リスト案がその整備に寄与できると考える。法的限界、体制的限界については実態を精査し、既存
の市区町村機能との連携等の現場で工夫できる現実的な対応と法改正を含めた抜本的な対応の両
者を推進する必要がある。また、将来的には住民検診、職域検診のどちらでも使用可能な仕様書必
須項目およびチェックリストの作成検討も必要である。

職域におけるがん検診精度管理推進は、健保組合や事業主、検診実施施設の努力のみでは困難で
あり、関係者（国、委託元、検診実施機関等）がそれぞれの役割を適切に担う必要がある。また、
各関係者の実態を踏まえた法整備や人材育成、市町村機能との連携等、国として抜本的な体制構築
の検討が必要である。法整備については、1 つ目として個人情報保護法の例外適応範囲の職域への
拡大が焦点となる。2 つ目として実際に住民検診における健康増進法や指針のような強制力のある
指示を職域検診にも国として発信することが考えられるが、この点についてはがん検診予算の出所
が住民検診とは異なること、健保組合や事業主の財務状況、人的リソースが職域ごとに大きく異な
ることから、例えば健保組合の財務状況等に合わせて市区町村における地方交付税に代わるような
何らかの国としての調整機能を持たせることや精度管理体制整備が予算的に難しい場合は職域検
診を提供せず住民検診受診を促すことも可能とする等の猶予、選択肢を職域に持たせる等、市町村
と異なる事情を考慮した上での慎重な検討が必要である。体制的限界は、例えば、1 つ目として国
が推奨する 5 つのがん検診に関連する各学会と職域の実態をよく知る産業医や保健師らが多く所
属する日本産業衛生学会等とが学会横断的に検討する組織構築、2 つ目として実際の現場で経営面、
管理面等から判断を行っているがん検診実施施設の職員や職域のがん検診担当者等、医療職以外の
責任者や担当者もその基礎知識を理解するための情報提供や研修体制の構築、3 つ目として地域保
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健・健康増進事業報告に準ずるものを職域にも整備すること、4 つ目として撮影や読影向上・診断
や判定の精度向上ために全国の職域がん検診実施施設および職域が参加可能な検討会や委員会の
創設、5 つ目として自治体と連携した指標値把握体制や都道府県・市町村・医師会等から指導・助
言等を受ける体制の構築を提案する。 
 
（2）職域検診施設におけるがん検診精度管理に関するアンケート調査 

① 職域検診用アンケート調査票および Web アンケートフォームの作成 
 今回、職域検診用として作成した（1）のチェックリスト（仕様書必須項目兼用）案を用いてアン
ケート調査票および Web アンケ―フォームを作成し、実際の職域がん検診実施施設への調査を問
題なく実施できた。本調査票を用いた Web アンケートフォームは職域がん検診実施施設の精度管
理状況評価に使用可能であると考えられた。本調査票および Web アンケートが職域で使用可能に
なれば、職域のがん検診担当者でも契約先のがん検診実施施設に対し住民検診と概ね同水準の精度
管理を行える可能性が高い。それは、これまで精度管理実態が全く把握できないまま「がん検診名
称および検査名称」のみを依頼、契約されていた多くの職域がん検診において、委託元である職域
側が、がん検診実施施設の精度管理状況を把握、評価した上で、次年度の契約先検討ができるよう
になることを意味する。加えて、職域では全国の健診・検診実施施設との契約事務から健診・検診
結果入手までを健診代行会社にまとめて委託していることも少なくない。本調査票およびアンケー
トフォームは、そのような業務を受託している健診代行会社が自社の契約先健診・検診施設を選定
する際に活用することも可能である。職域で共通で使用可能なアンケート調査票およびアンケート
フォームの普及が進むことは、職域がん検診に関わるすべての関係者、関係機関における精度管理
リテラシー向上の一助にもなり得るのではないかと考える。ただし、（1）の考察で述べた通り、現
行の職域検診における法的限界、体制的限界については並行して検討を続けなければならない。 
 

② アンケート結果 
回答結果に関しては、まず、全体の回答率について述べる。厚生労働科学研究費補助金研究班と

して実施した本調査の回答率は 19.9％であった。対象とした健診機関は、健診代行会社に特定健診
の健診機関として主に登録されている施設であったため、本研究で対象としている大腸がん、乳が
ん、子宮頸がん検診を実施していない施設も含まれている可能性がある。また、検診施設が所在す
る都道府県別の回答率に大きな差が確認できなかったことから、回答率はあまり高くないものの、
回答内容についてはある程度安定していると考えられると判断した。しかし、本調査はがん検診の
精度管理という検診機関の評価と関連するような内容であったため、回答した検診機関は、精度管
理状況が良い検診機関が多いというようなバイアスのある可能性は否定できない。 

筆者が某健保組合在籍時に職域から直接、契約先がん検診実施施設に実施した簡易版アンケート
による先行調査の回答率は 84.6%であった 11)。アンケート調査実施者が次年度以降のがん検診実施
施設との契約継続判断権を持つか否かということが検診施設の回答率に少なからず影響している
可能性が高いと考えられる。健診代行会社に委託している場合でも施設と契約継続を望むか否かは
職域側が最終決定権を持つため、同様である。よって、今後、各職域が契約先がん検診施設の精度
管理状況評価のために本アンケート調査票およびアンケートフォームを使用した場合、回答率は本
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調査より上昇する可能性が高い。 
 

＜回答施設特性＞ 
本調査の回答者の 8 割弱は事務担当者であったが、職域においてもがん検診の担当者は医療職以

外であることが多い。職域がん検診精度管理体制の整備、展開のためには「医療職以外」の人材の
活用が欠かせない。誰もが各自の役割を適切に担うことが可能になるよう配慮した上での推進が重
要である。 

回答施設種別では、病院または病院付属施設による回答が半数を超えていた。その理由が組織体
制や人的資源の差によるものなのか、がん検診精度管理へのリテラシーの差によるものなのか、そ
れ以外なのかは現時点では不明である。引き続き調査を続けたい。職域契約先としては、健保組合・
事業主の他に協会けんぽや共済組合も多く挙げられていたことから、職域検診の検討は健保組合・
事業主にとどまらず、様々な形態の職域と連携して実態を把握することが重要である。 

住民がん検診受託歴の有無については 85.3%が受託歴有りと回答していたことから、本調査は比
較的がん検診の精度管理について精通している施設が回答していた可能性が考えられる。しかしな
がら、職域マニュアル取り組み状況については、施設全体周知のみ、または、施設全体未周知で未
取り組み/わからないと回答した施設が半数以上で、精度管理の知識のある施設であっても職域が
ん検診精度管理の積極的な実施には十分に至っていない現状が明らかとなった。回答していない施
設の精度管理状況は不明であるが、本調査回答施設より精度管理および職域マニュアルについての
認知や取り組みが低い可能性も考えられ、体制整備にあたってはそのような施設が多く含まれる可
能性も考慮する必要がある。 

以上より、本調査回答施設は、都市の規模等の地域格差面によるバイアスは少なく抽出されたと
考えられる一方で、回答施設の 85.3%が住民がん検診の受託歴が有ったことからがん検診精度管理
に関する認知の差によるバイアスは少なからずあったのではないかと考える。今後、職域の協力を
仰ぎ、先行調査のように職域経由で契約先がん検診実施施設へ同様の調査を行うことができるよう
になれば、バイアスの影響を減らし、より母集団を代表するデータ収集へ近づけることができると
考える。 

 
＜がん検診として実施している検査＞ 

 職域がん検診として実施している検査についての質問では、一部施設でがん検診としての有効性
は認められてない検査をがん検診として提供していることが明らかとなった。がん死亡を減らす効
果が確実で、かつ、メリットがデメリットを上まわるものが科学的根拠に基づくがん検診として認
められている。 

今回の結果では特に、医師による採取によって行われるべき「子宮頸部細胞診」を「自己採取に
よる子宮頸部細胞診」という科学的に精度が認められていない検査方法で提供している施設が 33
施設（7.7%）もあるという事実に注目した。施設側がこのような検査をがん検診として提供してい
る理由がコスト削減によるものか、医師雇用の難しさによるものか、受診者の利便性に配慮した善
意によるものか、その他の事情によるものかは今回の調査からはわからないが、本課題は施設側お
よび職域側のがん検診担当者が精度管理について正しい知識を持つことで防ぎ得る。実際に筆者も
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某健保組合着任後に当時 300 程あった契約先検診施設の契約検査内容を 1 件ずつ見直したところ、
「自己採取による子宮頸部細胞診」が複数件含まれたまま誰にも気づかれずに毎年の契約更新がさ
れていたことを知り、当該検診施設に是正を求め改善した経験を持つ 24)。しかし、多くの職域（主
に健保組合）のように職域がん検診への正しい知識を持つ医療職、法的整備、体制的整備、研修体
制等が存在しない中、1 事務担当者が独学で職域がん検診の精度管理を体系的に学び、実践、継続
することは困難であるため、（１）同様に法整備、体制整備の検討が望まれる。 

 
＜「受診者への説明」の分野＞ 
「受診者への説明」の分野において精度管理項目として求められている「すべての受診者（大腸

がん検診はすべての申込者）に持ち帰り可能な資料による説明」と「その資料の適切なタイミング
での配布」に関する項目の実施率はいずれのがん検診においても 5～6 割程であり実施率のさらな
る向上が望まれる。これらは各施設が精度管理上適切な配布対象者と配布タイミングとその理由を
理解した上で事務的な体制と費用面の見直しを図ることで改善可能である。持ち帰り可能な資料で
説明すべき項目を網羅した資料を施設側で作成困難な場合は、国立がん研究センター「がん情報サ
ービス」に掲載されている各がん検診のパンフレット 25)を使用することができる。このような専門
家や学会が作成している最新の資料やサイト等を全国のがん検診実施施設と定期的に共有する方
法についても検討が必要である。 

また、有効性が認められている受診年齢や受診間隔については、職域検診での遵守は非常に困難
である現状が浮き彫りとなった。職域のがん検診は、毎年受診する必要がある定期健診・特定健診
と抱き合わせで提供されてきたり、科学的根拠よりも被保険者や従業員からの要望に応えることが
優先されてきたりした歴史がある。そのような職域組織内においては、これまで毎年提供してきた
がん検診を隔年に変更することはサービス低下であるとの誤解からクレームに繋がる可能性があ
るため、変更には年単位で計画的な検診提供体制の見直しおよび被保険者や経営層・従業員への丁
寧な教育が必要となり、容易ではない。毎年受診での契約を望む職域がまだまだ多い中、がん検診
実施施設側がそれを断ることは経営上難しい判断であろう。そのような現状の中、3 つのがんのう
ち乳がん検診においては適切な受診推奨年齢の遵守率が約 3 割と有意に高かったことは、がん検診
別の特徴として注目していきたい。 

 
＜「システムとしての精度管理」の分野（システムとはがん検診実施・管理体制のことを指す）＞ 

 各がん検診の「システムとしての精度管理」の分野において精度管理項目として求められている
「受診者および委託元（職域）へのがん検診結果報告」に関する項目は、本人に対しては概ね実施
できていたが、職域に対しては取り決めにより報告したりしていなかったり、全く報告をしていな
いケースが合わせて 3～4 割程あり、職域においてがん検診受診後の精密検査受診勧奨を含む精度
管理が実施されず「やりっ放し」で放置されている現状が反映されていた。職域検診においても委
託元にがん検診結果を報告する必要があることとその理由をがん検診実施施設および職域に正し
く伝えていく必要がある。 

また、がん検診判定は「精密検査不要」「要精密検査」の 2 つのいずれかの判定区分で報告され
るべきであるが、実際には「要フォローアップ（または経過観察）」判定が大腸がん検診で 5 割程、
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乳がん検診、子宮頸がん検診で 8 割程の施設で使用されていた。その要因の 1 つとして、多くのが
ん検診実施施設が加入している日本人間ドック学会が学会独自の判定区分を保有していることが
挙げられる。人間ドック学会には、便潜血検査と子宮頸部細胞診の判定基準を記載した「判定区分
表」やマンモグラフィの判定基準を記載した「乳房検診判定マニュアル」が存在する 26) 。 

便潜血検査と子宮頸部細胞診においては国の求める判定区分との大きな差異はみられなかった
ため、「要フォローアップ（または経過観察）」の区分がどのような基準で発生しているのかは引き
続き調査が必要である。マンモグラフィにおいては「要精密検査」の他に「要再検査（6・12 か月
後）」という区分が存在し「カテゴリー2、3 のうち、1 年後の再検査でも生命予後に影響は与えな
いと判断される状態であり、1 年以内の再検査を受けることを原則としている。医師の判断により、
再検査までの期間は選択可能であるが、3 か月以内に再検査を必要とする場合は、要精密検査とす
ることが望ましい。」との解説が記載されていた。 

がんの早期発見・早期治療のためのスクリーニング検査であるがん検診において、複数の類似し
た名称の判定区分（例えば、〇か月後再検査、要再検査、要精密検査等）が混在することは、受診
者が精密検査不要にも関わらず医療施設を受診したり、医療施設でも何を再検査したら良いか解ら
ないという問題を生じさせる 27)、その際の医療施設の対応次第で受診者は本来受ける必要のない精
密検査を受けることになったり、反対に精密検査不要と判断され帰されることで将来本当に精密検
査が必要な時に適切な受診行動を控えることにもつながりかねない。国の精度管理と日本人間ドッ
ク学会の判定区分が異なりダブルスタンダードとなっていることは、職域がん検診において「精密
検査不要」、「要精密検査」での精度管理の実現を困難にするともに、がん検診実施施設にも混乱を
生じさせる恐れがある。職域検診精度管理体制整備と同時に日本人間ドック学会との認識のすり合
わせや連携が重要であると考える。 

「自施設以外の専門家を交えた自施設または市区町村や医師会が設置した撮影や読影向上や診
断・判定の精度向上のための検討会や委員会への参加」については、住民検診を受託していなかっ
たり、市区町村や医師会に設置がなかったりする場合は、自施設で自施設以外の専門家を招き検討
会や委員会を設置することが必要となる。少人数で運営している診療所等も含まれる職域がん検診
実施施設では現実的に対応困難なケースも少なくないと予想される。本精度管理項目の実施率を向
上させるためには、全国の職域がん検診実施施設が住民検診の受託の有無に関わらず参加可能な検
討会や委員会の創設を新たに検討していく必要がある。また、その際には職域も参加可能な組織で
あることが望ましい。 

「精密検査受診状況」においては、「精密検査受診状況」や「精密検査詳細情報」について把握し
ている施設は半数程であった。これは仕様書必須項目で必要な情報として指定されている「地域保
健・健康増進事業報告」が職域には存在していないことが影響していると考えられる。職域検診に
おいても「地域保健・健康増進事業報告」と同等かつ職域検診の法的、体制的限界を考慮した何ら
かの報告体制の検討が必要である。 

 
＜「事業評価に関する検討」の分野＞ 

 各がん検診の「事業評価に関する検討」の分野において精度管理項目として求められている「プ
ロセス指標の算出」と「精度管理状況評価」に関する項目の回答率は、全体を通して大腸がん検診
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が、乳がん検診、子宮頸がん検診より有意に低かった。 
一方、1 つ以上のプロセス指標を算出している施設においては、その 9 割近くが算出した指標を

用いた事業評価、改善に向けた検討を行っていると回答しており、まずは 1 つからでもプロセス指
標を意識的に算出することが事業評価、改善に向けた積極的な取り組みにつながる可能性が示唆さ
れた。 

仕様書必須項目別の実施状況については、特にがん検診の事前準備や事後評価に関する項目で回
答率が低いことがわかった。職域検診において必要な資料準備や事後評価を適切に行えるような情
報提供、体制整備が必要である。 
 

＜がん検診別回答状況＞ 
 本研究では、3 つのがん検診において特徴的な部位を特定することを目的にχ2 検定と残差分析
を実施した。その結果、「受診者への説明」「システムとしての精度管理」「事業評価に関する検討」
のいずれの分野においても大腸がん検診の精度管理実施状況が低い傾向があることが明らかとな
った。大腸がん検診は、受診者自身で採便した検体をがん検診当日に提出することで定量法または
定性法で判定が行える検査であり、他の 2 つのがん検診のように、撮影や読影、細胞採取等のため
の専門的な手技を必要としないことから、がん検診実施施設にとっても精度管理整備に着手しやす
いがん検診であるのではないかと考えていたが、結果は予想とは異なるものであった。 

簡便で心身への負担が少ないことは受診者にもがん検診実施施設にもメリットではある一方で、
簡便さゆえに定期健診・特定健診・その他のがん検診等を同時に受診することも多い職域検診では、
他の検査や処置等への意識が優先されてしまいがちなのかもしれない。 
 今回の調査により、5 がん共通の精度管理項目においても、がん検診の種類によって精度管理実
施状況が異なる可能性が示唆された。がん検診別の精度管理実施状況については、本調査結果を基
礎資料として今後さらなる解析を進め、要因および対策を検討していきたい。 
 
 
6.  結論 
 （1）住民検診用の仕様書必須項目とチェックリストの内容の統一化を行い、職域検診用のがん
検診実施施設に求める精度管理チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案の作成した結果、住民検
診用の仕様書必須項目とチェックリストは、適切な表現への統一、修正を行うことができれば概ね
職域検診でも使用可能であることがわかった。さらに、（2）（1）の職域検診用のチェックリスト（仕
様書必須項目兼用）案を用いて作成した職域検診用アンケート調査票および Web アンケ―フォー
ムによる全国の職域がん検診施設を対象とした精度管理状況評価も実施可能であった。よって、（1）
および（2）は今後の職域検診精度管理において有用であると考える。 

また、実際のアンケート調査結果からは、各施設が精度管理の重要性を理解した上で事務的な体
制や費用面の見直しを図ることで改善可能な課題と、委託元の職域との契約関係に影響し得るため
施設主導では判断が難しい課題、国と日本人間ドック学会から求められる判定区分が異なるために
混乱が生じている課題、市区町村や医師会が設置する検討会や委員会、地域保健・健康増進事業報
告等が職域に存在しないことによる体制的な課題等が 3 つのがん検診共通の課題として抽出され
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た。また、精度管理状況はがん検診によって有意な差がみられ、特に大腸がん検診において精度管
理実施状況が低い傾向があることが明らかとなった。 

今後、職域で（1）および（2）が使用可能になれば、職域のがん検診担当者が契約先のがん検診
実施施設に対し住民検診と概ね同水準の精度管理を行えるようになる可能性が高い。それは、これ
まで精度管理実態が全く把握できないままがん検診を依頼、契約していた多くの職域が、がん検診
実施施設の精度管理状況を明確に把握、評価し、次年度の契約検討に活用できるようになることを
意味する。一方で、精度管理体制整備には、職域検診の法的限界、体制的限界への検討が不可欠で
ある。また、将来的に住民検診、職域検診のどちらでも使用可能な精度管理項目とし、全国民が適
切ながん検診および精密検査による早期発見、早期治療を行える体制の構築について引き続き検討
が必要である。 

職域がん検診実施施設を対象に実施した大規模アンケート調査は過去になく、本調査結果は職域
におけるがん検診精度管理体制整備検討に向けた基礎資料となる。引き続き本調査結果の解析を進
め、厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業として、国民の健康増進に資する施策の
提言へとつながる資料作成を行えるよう努力したい。 
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表1-1  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜大腸がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

解説②：資料は基本的に検査キットの配布時に配布する※。
※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらか
じめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

解説②：資料は基本的に受診時（大腸がん検診では検査キットの配布時）に配布する ※
※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある
その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関
からの配布を省いてもよい。また、チェックリストによる調査の際は、「実施してい
る」と回答してよい
なお、市区町村が検査キットと資料を同時に配布している場合も同様である

解説②：資料は基本的に検査キットの配布時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

仕様書必須項目の表現に統一

便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること
（便潜血検査 の再検は不適切であること）を明確に説明する。

便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること
（便潜血検査 の再検は不適切であること）を説明しているか

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明
し、便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要がある
こと（便潜血検査 の再検は不適切であること）を明確に説明する。

「検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のい
ずれかの区分で報告されることを説明し」を追加

精密検査の方法について説明する（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡
検査であること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注腸エッ
クス線検査の併用となること）。

精密検査の方法について説明しているか（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸
内視鏡検査で あること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注
腸エックス線検査の併用と なること）

精密検査の方法について説明する（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡
検査であること、 また全大腸内視鏡検査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注腸エッ
クス線検査の併用となること）。

ー

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同
意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項と
して認められている）。

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機 関がその結果を共有することを説明しているか※ ※ 精密検査結果は、個人
の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護 法の例外事
項として認められている）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機
関がその結果を共有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくて
も、検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項として認められてい
る）。

住民検診の精密検査結果は個人の同意がなくても市
区町村や検診機関へ提供できると個人情報保護法の
例外事項として認められているが、職域検診では認
められていないため（法的限界）、当該表記を削除
し、検診機関の診療情報提供書発行で対応可能な範
囲である「（検診機関が）精密検査結果を把握する
こと」に留めた

大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。 大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか 大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。 ー

解説：検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。

解説：
①検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
②自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注
先施設の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること

解説：検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。 仕様書必須項目の表現に統一

検査は、免疫便潜血検査 2 日法を行う。 検査は、免疫便潜血検査 2 日法を行っているか 検査は、免疫便潜血検査 2 日法を行う。 ー

 便潜血検査キットのキット名、測定方法（用手法もしくは自動分析装置法）、カットオ
フ値（定性法の場合は検出感度）を明らかにする。

便潜血検査キットのキット名、測定方法（用手法もしくは自動分析装置法）、カットオ
フ値（定性法の場合は検出感度）を仕様書 ※にすべて明記しているか  ※ 仕様書とは委
託元市区町村との契約時に提出する書類のこと（仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい）

便潜血検査キットのキット名、測定方法（用手法もしくは自動分析装置法）、カットオ
フ値（定性法の 場合は検出感度）を契約時に提出する書類にすべて明記する 。

表現の統一
「仕様書」を職域で馴染みのある「契約時に提出す
る書類」へ表記変更

大腸がん検診マニュアル（2013 年日本消化器がん検診学会刊行）に記載された方法に準
拠して行う※。 ※ 測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定
の他に目視判定がある。 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の
精度管理に務めなければならない。

大腸がん検診マニュアル（2013 年日本消化器がん検診学会刊行）に記載された方法に準
拠して行って いるか ※ ※ 測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による
自動判定の他に目視判定がある 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測
定系の精度管理に務めなければならない

大腸がん検診マニュアル（2013 年日本消化器がん検診学会刊行）に記載された方法に準
拠して行う※。 ※ 測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定
の他に目視判定がある。 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の
精度管理に務めなければならない。

ー

住民検診用

解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員（大腸がんでは申込者全員）に個別
に配布すること（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とす
る）

検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が
重要であるこ とを説明しているか

検診の有効性（便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること）に加え
て、がん検診で 必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくても
がん検診の結果が「陽性」とな る場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点につ
いて説明する。

職域検診用

解説①：下記の6項目を記載した資料を、申込者全員に個別に配布する （ポスターや問
診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

仕様書必須項目

受診者へ
の説明

 解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員（大腸がんでは申込者全員）に個
別に配布すること （ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可と
する）。

検診の有効性（便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること）に加え
て、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくても
がん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点につ
いて説明する。

検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が
重要であることを説明する。

ー
（軽微な表記修正のみ）

・がん検診は繰り返し受け続けることで効果が得られることを説明する。
・利益と不利益のバランスから国で推奨されている検診受診間隔が1年に1回であること
を説明する。
・がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は、医療機関で診療を受ける必要が
あること、検診はその代わりにはならないことを説明する。

ー

重要事項を3つに分類して具体的に表記

検診の有効性（便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること）に加え
て、がん検診 で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくても
がん検診の結果が「陽性」と なる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点につ
いて説明しているか

検査の
精度管理



表1-1  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜大腸がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

住民検診用 職域検診用

仕様書必須項目

解説：検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。

解説：
①検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
②自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注
先施設の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること

解説：検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。 仕様書必須項目の表現に統一

採便方法についてチラシやリーフレット（採便キットの説明書など）を用いて受診者に
説明する。

採便方法についてチラシやリーフレット（採便キットの説明書など）を用いて受診者に
説明しているか

採便方法についてチラシやリーフレット（採便キットの説明書など）を用いて受診者に
説明する。

ー

採便後即日（2 日目）回収を原則とする（離島や遠隔地は例外とする） 採便後即日(2 日目)回収を原則としているか（離島や遠隔地は例外とする） 採便後即日（2 日目）回収を原則とする（離島や遠隔地は例外とする） ー
採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導する。 採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導しているか 採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導する。 ー
受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡
すまでの間、 冷蔵保存する。

受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡
すまでの間、 冷蔵保存しているか

受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡
すまでの間、 冷蔵保存する。

ー

検査施設では検体を受領後冷蔵保存する。 検査施設では検体を受領後冷蔵保存しているか 検査施設では検体を受領後冷蔵保存する。 ー
検体回収後原則として 24 時間以内に測定する（検査提出数が想定以上に多かった場合を
除く）。

検体回収後原則として 24 時間以内に測定しているか（検査機器の不調、検査提出数が想
定以上に多か った場合を除く）

検体回収後原則として 24 時間以内に測定する（検査提出数が想定以上に多かった場合を
除く）。

ー

検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか 検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 ー

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい ※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められてお
らず検診機関は委託元と連携した情報把握ができな
い（法的限界）

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、検体回収後
2 週間以内に行う。

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、検体回収後
2 週間以内に なされているか

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、検体回収後2週
間以内に行う。

ー

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告 する。 ※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・
健康増進事業報告に必要な情報を指す。

がん検診の結果及びそれに関わる情報 ※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告しているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか ※ 「が
ん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報
を指す

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に全て報告する。 ※がん検診
の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

ー
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に存
在しないため馴染みがない（体制的限界）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療また
は外科手術所見 と病理組織検査結果など）について、市区町村や医師会から求められた
項目の積極的な把握に努める。 ※ 精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告
に必要な情報を指す。

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果 ※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療また
は外科手術所 見と病理組織検査結果など）について、市区町村や医師会から求められた
項目の積極的な把握に努め ているか ※ 精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事
業報告に必要な情報を指す

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療また
は外科手術所見 と病理組織検査結果など）について、委託元から求められた項目の積極
的な把握に努める。※精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情
報を指す

ー
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に存
在しないため馴染みがない（体制的限界）

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい ※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められてお
らず検診機関は委託元と連携した情報把握ができな
い（法的限界）

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握 ※しているか ※冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出でき
ない指標値については、自治体等と連携して把握すること。また自治体等が集計した指
標値を後から把握することも可である

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握 している。

チェックリストの表現に統一
　　　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には個人情報保護法の例外事項が認められてお
らず検診機関は委託元と連携したプロセス指標把握
ができない（法的限界）

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協
議会、市区町村、医師会等 から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に
努めているか

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向けた検討を行う。

　　チェックリストの表現に統一
　　 　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には自治体と連携した指標値把握体制、都道府
県・市区町村・医師会等から指導・助言等を受ける
体制が存在しない（体制的限界）

検体の
取り扱い

システムと
しての精度
管理

チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。

事業評価
に関する検
討



表1-2  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜乳がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

解説①：下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問
診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

解説：①下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること（ポスター
や問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）

解説①：下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問
診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

ー

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、 下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※
※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある
その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関
からの配布を省いてもよい
またチェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、 下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

仕様書必須項目の表現に統一

要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する
要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明して
いるか

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明
し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明
する

「検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」の
いずれかの区分で報告されることを説明し」を追
加

精密検査の方法について説明する（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検
査、穿刺吸引細胞 診や針生検等により行うこと。及びこれらの検査の概要など）。

精密検査の方法について説明しているか（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音
波検査、穿刺 吸引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の概要など）

精密検査の方法について説明する（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検
査、穿刺吸引細胞 診や針生検等により行うこと。及びこれらの検査の概要など）。

ー

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機関 がその結果を共有することを説明する※。 ※ 精密検査結果は、個人の
同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護 法の例外事項
として認められている）。

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機 関がその結果を共有することを説明しているか※ ※ 精密検査結果は、個人
の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護 法の例外事
項として認められている）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機
関 がその結果を共有することを説明する※。 ※ 精密検査結果は、個人の同意がなくて
も、検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項として認められてい
る）。

住民検診の精密検査結果は個人の同意がなくても
市区町村や検診機関へ提供できると個人情報保護
法の例外事項として認められているが、職域検診で
は認められていないため（法的限界）、当該表記
を削除し、検診機関の診療情報提供書発行で対応
可能な範囲である「（検診機関が）精密検査結果
を把握すること」に留めた

検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検
診で必ずがんを 見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の
結果が「陽性」となる場合もあ ること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明す
る。

検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検
診で必ずがん を見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の
結果が「陽性」となる場合も あること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明し
ているか

検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検
診で必ずがんを 見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の
結果が「陽性」となる場合もあ ること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明す
る。

ー

検診受診の継続（隔年）、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、症状
がある場合は速や かに医療機関を受診することの重要性を説明する。

検診受診の継続（隔年）、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、症状
がある場合は速 やかに医療機関を受診することの重要性について説明しているか

・がん検診は1度のみでなく、適切な検診間隔で繰り返し受け続けることで効果が得られ
ることを説明する。
・利益と不利益のバランスから、国で推奨されている検診間隔が2年に1回であることを
説明する。
・ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、がん検診結果が陰性でも何ら
かの症状がある場合は医療機関で診療を受ける必要があること、検診はその代わりには
ならないことを説明する。

重要事項を3つに分類して具体的に表記

乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明する。 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しているか 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明する。 ー

検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラ
フィ）とする※。 ※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併
せて実施すること

検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラ
フィ）として いるか※ ※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィ
と併せて実施すること

検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラ
フィ）とする※。 ※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併
せて実施すること

ー

質問（問診）記録・検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 質問（問診）記録は少なくとも 5 年間は保存しているか 質問（問診）記録は少なくとも 5 年間は保存する。
チェックリストの表現に統一

「質問（問診）記録」・「検診結果」は分けて表
記

質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往
歴、家族歴、過去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取す
る※。 ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問
用紙を記載させることをもって代えることができる。

質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往
歴、家族歴、過 去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取し
ているか※ ※ 質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の
質問用紙を記載させるこ とをもって代えることができる

質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往
歴、家族歴、過去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取す
る※。 ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問
用紙を記載させることをもって代えることができる。

ー

乳房エックス線装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定める仕様基準（注1）
を満たす。

乳房エックス線装置の種類を仕様書※に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準
注 1を満たして いるか ※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと
（仕様書以外でも何らかの形で委託元 市区町村に報告していればよい）

乳房エックス線装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定める仕様基準（注1）
を満たす。

ー

マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管
理体制を整備する。

マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管
理体制を整備 しているか

マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管
理体制を整備する。

ー

両側乳房について内外斜位方向撮影を行う。また 40 歳以上 50 歳未満の受診者に対して
は、内外斜位方向・頭尾方向の 2 方向を撮影する。

両側乳房について内外斜位方向撮影を行っているか。また 40 歳以上 50 歳未満の受診者
に対しては、 内外斜位方向・頭尾方向の 2 方向を撮影しているか

両側乳房について内外斜位方向撮影を行う。また 40 歳以上 50 歳未満の受診者に対して
は、内外斜位方向・頭尾方向の 2 方向を撮影する。

ー

乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検
診精度管理中央 機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）の行う施設画像評価
を受け、A または B の評価を受ける※。 ※ 評価 C または D、施設画像評価を受けてい
ない場合は至急改善すること。

乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検
診精度管理中央 機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）の行う施設画像評価
を受け、A または B の評価を受けているか※ ※ 評価 C または D、施設画像評価を受け
ていない場合は至急改善すること

乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検
診精度管理中央 機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）の行う施設画像評価
を受け、A または B の評価を受ける※。 ※ 評価 C または D、施設画像評価を受けてい
ない場合は至急改善すること。

ー

住民検診用 職域検診用

仕様書必須項目

受診者へ
の説明

質問（問
診）、及
び撮影の
精度管理



表1-2  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜乳がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

住民検診用 職域検診用

仕様書必須項目

撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する
基本講習プログ ラムに準じた講習会注 2を修了し、その評価試験で A または B の評価を
受ける※。 ※ 上記の評価試験で、C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善す
ること。

撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する
基本講習プロ グラムに準じた講習会注 2を修了し、その評価試験で A または B の評価を
受けているか※ ※ 上記の評価試験で、C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改
善すること

撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する
基本講習プログ ラムに準じた講習会（注2）を修了し、その評価試験で A または B の評
価を受ける※。 ※ 上記の評価試験で、C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改
善すること。

ー

事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急
時や必要時に対 応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出する。（病
院または診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場
合。医師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会
場に指定されている場合は不要。 ）

事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急
時や必要時に 対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出しているか
（病院または診療所以外の場所において、医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行
う場合。医師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所
が会場に指定されている場合は不要。）

事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急
時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、委託元に提出する。（病院
または診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。
病院や診療所が会場に指定されている場合は不要。）

ー

緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。（病院または診療所以外の場所に
おいて医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で撮影して
いる場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合は不
要。 ）

緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備しているか（病院または診療所以外の場
所において、医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で撮
影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合は
不要。）

緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。（病院または診療所以外の場所に
おいて医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で撮影して
いる場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合は不
要。 ）

ー

乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。（病院または診療所以外
の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で
撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合
は不要。 ）

乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備しているか（病院または診療所
以外の場所において、医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会い
の下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されてい
る場合は不要。）

乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。（病院または診療所以外
の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で
撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合
は不要。 ）

ー

検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。（病院ま
たは診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医
師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指
定されている場合は不要。 ）

検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しているか（病
院または診療所以外の場所において、医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場
合。医師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会
場に指定されている場合は不要。）

検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。（病院ま
たは診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医
師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指
定されている場合は不要。 ）

ー

解説：外部（地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認
する。

解説：二重読影と比較読影（1）～（2）について ①外部（地域の読影委員会等）に読影
を委託している場合は、委託先の状況を確認すること ②自治体や医師会等が委託先を指
定している場合は、自治体や医師会等が代表して委託先の状況を確 認し、各検診機関に
通知する形が望ましい ③自治体や医師会等が把握していない場合は、検診機関が直接委
託先に確認すること

解説：外部（地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認
する。

仕様書必須項目の表現に統一

乳房エッ
クス線読
影の精度
管理

読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写
真読影に関する 適切な講習会（注 2）を修了し、その評価試験で A または B の評価を受
ける※。 ※上記の評価試験で C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善するこ
と。

（1）読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス
線写真読影に関す る適切な講習会注 2を修了し、その評価試験で A または B の評価を受
けているか※ ※上記の評価試験で C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善す
ること

読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写
真読影に関する 適切な講習会（注2）を修了し、その評価試験で A または B の評価を受
ける※。 ※上記の評価試験で C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善するこ
と。

ー

二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。
（2）二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影している
か

二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。 ー

乳房エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存する。 乳房エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存しているか 乳房エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存する。 ー

質問（問診）記録・検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか 検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。
チェックリストの表現に統一

「質問（問診）記録」・「検診結果」は分けて表
記

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携した情報把握がで
きない（法的限界）

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検
診受診後 4 週間 以内に行う。

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検
診受診後 4 週 間以内になされているか

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、遅くとも検診
受診後4週間以内に行う。

ー

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告 する。 ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健
康増進事業報告に必要な情報を指 す。

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告 しているか　 ※がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保
健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に報告する、もしくは全て報
告されていることを確認する。マンモグラフィはカテゴリー3以上を”乳がん検診要精検
者”として報告・計上する。 ※がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健
康増進事業報告に必要な情報を指す

マンモグラフィ検診カテゴリーの要精検判定基準を
具体的に表記
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に
存在しないため馴染みがない（体制的限界）

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、市区町村や医師会か
ら求められた項目の積極的な把握に努める。 ※「精密検査結果及び最終病理結果・病
期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、市区町村や医師会か
ら求められた項目の積極的な把握に努めているか 　※「精密検査結果及び最終病理結
果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、積極的な把握に努め
る。 ※精密検査結果及び最終病理結果・病期は地域保健・健康増進事業報告に必要な情
報を指す

ー
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に
存在しないため馴染みがない（体制的限界）

撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を
設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。 ※ 当
該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家

撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を
設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加して
いるか ※当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家

撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を
設置する。もし くは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。 ※ 自
施設に雇用されていない乳がん検診専門家

 ー
撮影や読影向上ための検討会や委員会及び市区町
村や医師会による検討会や委員会は職域側には存
在しない（体制的限界）

システムと
しての精度

管理

質問（問
診）、及
び撮影の
精度管理



表1-2  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜乳がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

住民検診用 職域検診用

仕様書必須項目

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携した情報把握がで
きない（法的限界）

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握※しているか 　※冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出で
きない指標値については、自治体等と連携して把握 すること。また自治体等が集計した
指標値を後から把握することも可である

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握 している。

チェックリストの表現に統一
　　　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携したプロセス指標
把握ができない（法的限界）

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向 けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協
議会、市区町村、医師会等 から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に
努めているか

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向けた検討を行う。

　　チェックリストの表現に統一
　　 　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には自治体と連携した指標値把握体制、都道
府県・市区町村・医師会等から指導・助言等を受
ける体制が存在しない（体制的限界）

事業評価
に関する検
討

チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。



表1-3  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜子宮頸がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問診
票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問診
票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問診
票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

ー

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

解説②： 資料は基本的に受診時に配布する※
※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある
その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関
からの配布を省いてもよい。また、チェックリストによる調査の際は、「実施してい
る」と回答してよい

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

仕様書必須項目の表現に統一

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明
し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明
する。

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明
し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明
しているか

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明
し、要精密検査 となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明
する。

ー

精密検査の方法について説明する（精密検査としては、検診結果に基づいてコルポス
コープ下の組織診 や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこ
れらの検査の概要など）。

精密検査の方法について説明しているか（精密検査としては、検診結果に基づいてコル
ポスコープ下の 組織診や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及
びこれらの検査の概要など）

精密検査の方法について説明する（精密検査としては、検診結果に基づいてコルポス
コープ下の組織診 や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこ
れらの検査の概要など）。

ー

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機関 がその結果を共有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同
意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護 法の例外事項と
して認められている）。

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場
合は、検診機 関がその結果を共有することを説明しているか※  ※精密検査結果は、個人
の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護 法の例外事
項として認められている）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機
関がその結果を共有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくて
も、検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項として認められてい
る）。

住民検診の精密検査結果は個人の同意がなくても
市区町村や検診機関へ提供できると個人情報保護
法の例外事項として認められているが、職域検診で
は認められていないため（法的限界）、当該表記
を削除し、検診機関の診療情報提供書発行で対応
可能な範囲である「（検診機関が）精密検査結果
を把握すること」に留めた

検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少さ
せること）に 加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰
性）、がんがなくてもがん検診の 結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）な
ど、がん検診の欠点について説明する。

検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少さ
せること）に 加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰
性）、がんがなくてもがん検診の 結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）な
ど、がん検診の欠点について説明しているか

検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少さ
せること）に 加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰
性）、がんがなくてもがん検診の 結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）な
ど、がん検診の欠点について説明する。

ー

検診受診の継続（隔年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が
重要であること を説明する。

検診受診の継続（隔年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が
重要であるこ とを説明しているか

・がん検診は1度のみでなく、適切な検診間隔で繰り返し受け続けることで効果が得られ
ることを説明する。
・利益と不利益のバランスから国で推奨されている検診間隔が2年に1回であることを説
明する。
・がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は医療機関で診療を受ける必要があ
ること、検診はその代わりにはならないことを説明する。

重要事項を3つに分類して具体的に表記

子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、また近年増加傾向にある
ことなどを説 明する。

子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、また近年増加傾向にある
ことなどを説 明しているか

子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、20代以降に増加すること
などを説明する。

「近年増加傾向にあること」→「20代以降に増加
すること」に表記変更

検診項目は、医師による子宮頸部の検体採取による細胞診のほか、問診、視診とする。
検診項目は、医師による子宮頸部の検体採取による細胞診のほか、問診、視診を行って
いるか

検診項目は、医師による子宮頸部の検体採取による細胞診のほか、問診、視診とする。 ー

細胞診の方法（従来法/液状検体法、採取器具）を明らかにする。
細胞診の方法（従来法/液状検体法、採取器具）を仕様書※に明記しているか ※ 仕様書
とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと（仕様書以外でも何らかの形で委
託元市区町村に報告していればよい）

細胞診の方法（従来法/液状検体法、採取器具）を契約時に提出する書類に明記する。
 表現の統一

「仕様書」を職域で馴染みのある「契約時に提出
する書類」へ表記変更

細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し（注 1）、迅
速に処理※する。 ※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定する
こと。または、直ちに液状化検 体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定するこ
と。

細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し注 1、迅速に
処理※しているか ※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定する
こと。または、直ちに液状化検 体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること

細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し（注1）、迅速
に処理※する。 ※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定するこ
と。または、直ちに液状化検 体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること。

ー

細胞診の業務（細胞診の判定も含む）を外部に委託する場合は、その委託機関（施設
名）を明らかに する。

細胞診の業務（細胞診の判定も含む）を外部に委託する場合は、その委託機関（施設
名）を仕様書に 明記しているか

細胞診の業務（細胞診の判定も含む）を外部に委託する場合は、その委託機関（施設
名）を契約時に提出する書類に明記する。

 表現の統一
「仕様書」を職域で馴染みのある「契約時に提出
する書類」へ表記変更

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行う※。 ※ 不適
正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度
検体採 取を行う体制を有すること。

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行っているか※
※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合で
も、再度検体採 取を行う体制を有すること

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行う※。 ※ 不適
正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度
検体採 取を行う体制を有すること。

ー

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講
じる※。 ※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例
が無い場合でも、対策 を講じる体制を有すること。

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講
じているか※ ※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適
正例が無い場合でも、対策 を講じる体制を有すること

検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講
じる※。 ※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例
が無い場合でも、対策 を講じる体制を有すること。

ー

問診記録、検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか 検診結果は少なくとも5年間は保存する。
チェックリストの表現に統一

「問診記録」・「検診結果」は分けて表記

住民検診用

仕様書必須項目

職域検診用

受診者へ
の説明

検診機関
での精度
管理



表1-3  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜子宮頸がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

住民検診用

仕様書必須項目

職域検診用

問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診
状況等を聴取 する。

問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診
状況等を聴取 しているか

問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診
状況等を聴取 する。

ー

問診の上、症状（体がんの症状を含む）のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を
行う。

問診の上、症状（体がんの症状を含む）のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を
行っているか

問診の上、症状（体がんの症状を含む）のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を
行う。

ー

問診記録、検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか 問診記録は少なくとも5年間は保存する。
チェックリストの表現に統一

「問診記録」・「検診結果」は分けて表記
視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察しているか 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。 ー

解説：細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。

解説：
①細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
②自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注
先施設の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること

解説：細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。 仕様書必須項目の表現に統一

細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受ける。もしくは、公
益社団法人日本 臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査
を行う（注２）。

細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受けているか。もしく
は、公益社団 法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携し
て検査を行っているか注２

細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受ける。もしくは、公
益社団法人日本 臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査
を行う（注２）。

ー

細胞診陰性と判断された検体は、その 10％以上について再スクリーニングを行い（注
2）、再スクリーニン グ施行率を報告する※。 ※ 自治体、医師会等から再スクリーニン
グ施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また 公益社団法人日本臨床細胞
診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること。

細胞診陰性と判断された検体は、その 10％以上について再スクリーニングを行い注 2、
再スクリーニン グ施行率を報告しているか※ ※ 自治体、医師会等から再スクリーニン
グ施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また 公益社団法人日本臨床細胞
診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること

細胞診陰性と判断された検体は、その 10％以上について再スクリーニングを行い（注
２）、再スクリーニン グ施行率を報告する※。 ※ 自治体、医師会等から再スクリーニ
ング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また 公益社団法人日本臨床細
胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること。

ー

細胞診結果の報告には、ベセスダシステム（注３）を用いる。 細胞診結果の報告には、ベセスダシステム注３を用いているか 細胞診結果の報告には、ベセスダシステム（注３）を用いる。 ー

全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・
不適正のいずれ かに分類し、細胞診結果に明記する※。 ※ 必ず全ての標本について実
施すること。一部でも実施しない場合は不適切である。

全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・
不適正のいず れかに分類し、細胞診結果に明記しているか※ ※ 必ず全ての標本につい
て実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である

全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・
不適正のいずれ かに分類し、細胞診結果に明記する※。 ※ 必ず全ての標本について実
施すること。一部でも実施しない場合は不適切である。

ー

がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う※。 ※ がん発見例については必ず見直す
こと。またがん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を 有すること。

がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか※ ※ がん発見例については必ず
見直すこと。また、がん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制 を有すること

がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う※。 ※ がん発見例については必ず見直す
こと。またがん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を 有すること。

ー

標本は少なくとも 5 年間は保存する。 標本は少なくとも 5 年間は保存しているか 標本は少なくとも 5 年間は保存する。 ー

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携した情報把握がで
きない（法的限界）

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検
診受診後4週間 以内に行う。

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検
診受診後4週間 以内に行う。

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、遅くとも検診
受診後4週間以内に行う。

ー

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告 する。 ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健
康増進事業報告に必要な情報を指す。

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた
項目を全て報告 しているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか ※がん
検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指
す

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に全て報告する、もしくは全
て報告されていることを確認する。子宮頸部細胞診はASC-US以上の判定はすべて”子宮
頸がん要精検者”とし報告・計上する。※がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地
域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

ベセスダシステムの要精検判定基準を具体的に表記
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に
存在しないため馴染みがない（体制的限界）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ
診、細胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこ
と）について、市区町村や医師会 から求められた項目の積極的な把握に努める。※ 精密
検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ
診、細胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこ
と）について、市区町村や医師 会から求められた項目の積極的な把握に努めているか ※
精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ
診、細胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこ
と）について、積極的な把握に努める。※精密検査（治療）結果とは地域保健・健康増
進事業報告に必要な情報を指す

ー
但し、地域保健・健康増進事業報告体制は職域に
存在しないため馴染みがない（体制的限界）

診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あ
るいは細胞診専 門医※を交えた会）等を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設
置した症例検討会や委員会等に 参加する。 ※当該検診機関に雇用されていない子宮頸が
ん検診専門家あるいは細胞診専門医

診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あ
るいは細胞診 専門医※を交えた会）等を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会
等が設置した症例検討会や委 員会等に参加しているか 　※当該検診機関に雇用されてい
ない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医

診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あ
るいは細胞診専門医※を交えた会）等を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設
置した症例検討会や委員会等に参加する。  ※当該検診機関に雇用されていない子宮頸が
ん検診専門家あるいは細胞診専門医

 ー
但し、診断・判定の精度向上ための専門家を交え
た症例検討会や委員会及び市区町村や医師会によ
る検討会や委員会は職域側には存在しない（体制
的限界）

細胞診判
定施設で
の精度管
理

システムと
しての精度
管理

検診機関
での精度
管理



表1-3  住民検診用「仕様書必須項目」および「チェックリスト」と職域検診用「チェックリスト（仕様書必須項目兼用）」案対応表＜子宮頸がん検診＞ 主な変更箇所に下線

チェックリスト チェックリスト（仕様書必須項目兼用） 修正の有無
（市区町村→委託元への置き換えを除く）

住民検診用

仕様書必須項目

職域検診用

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

解説：
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項
目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通
知することが望ましい※　※特に個別検診の場合

解説：検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。

仕様書必須項目の表現に統一
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携した情報把握がで
きない（法的限界）

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握※しているか 　※冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出で
きない指標値については、自治体等と連携して把握 すること。また自治体等が集計した
指標値を後から把握することも可である

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等の
プロセス指標値を把握 している。

チェックリストの表現に統一
　　　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には個人情報保護法の例外事項が認められて
おらず検診機関は委託元と連携したプロセス指標
把握ができない（法的限界）

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向 けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協
議会、市区町村、医師会等 から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に
努めているか

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価
し、改善に向けた検討を行う。

　　チェックリストの表現に統一
　　 　住民検診のみに該当する表記を削除
職域には自治体と連携した指標値把握体制、都道
府県・市区町村・医師会等から指導・助言等を受
ける体制が存在しない（体制的限界）

事業評価
に関する検
討

チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。



表2-1  職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案と職域検診用アンケートの質問および回答選択肢対応表＜大腸がん検診＞

質問 回答選択肢
Q15 貴施設では、すべての申込者に伝わる方法で検診に関する説明（※）を行っていますか。※資料配
布、ポスター掲示、口頭説明等方法は問わない（択一）

すべての申込者に説明している/一部の申込者に説明している/説明していない

Q16 貴施設での検診に関する説明事項の伝え方について当てはまるものすべてを選択してください。（複
数選択）

申込者が持ち帰ることができる資料に記載している（ポスターや問診票など持ち帰れない資料ではない）/
申込者が持ち帰ることができない資料（ポスターや問診票等）に記載している/職員等が口頭で説明してい
る/その他

解説②：資料は基本的に検査キットの配布時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、 下記の6
項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

Q17 申込者が持ち帰ることのできる資料の配布タイミングを選択してください。（択一） キット配布時/受診時/便潜血検査結果報告時/その他

Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q14 便潜血検査で要精検となった場合、自施設内または附属施設内で精密検査として「大腸内視鏡検査」
を実施することができますか。（択一）

自施設内で実施できる/附属施設で実施できる（結果把握可）/附属施設で実施できる（結果把握不可）/自
施設内でも附属施設内でも実施できない

Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）

④-1 便潜血検査による大腸がん検診は、大腸がんの死亡率減少効果がある

④-2 検診で必ずがんが見つけられるわけではない（偽陰性）

④-3 がんでなくても検診の結果が「陽性」となることがある（偽陽性）

Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）

⑤-1 がん検診は繰り返し受け続けることで効果が得られる（定期的に検診を受診する必要がある）

Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

⑤-2 がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は、医療機関で診療を受ける必要がある（検診はそ
の代わりにはならない）

Q10～12 便潜血検査実施を勧めている対象年齢（択一） 決まっていない/決まっている（決まっている場合は年齢の上限/下限）
Q13 便潜血検査実施を勧めている検診間隔（択一） 決まっていない/毎年/2年に1回/その他
Q18 貴施設において申込者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

Q20 職域がん検診の結果はどのように受診者本人に報告していますか。 (複数選択)
施設から直接本人に報告/施設から職域に、職域から本人に報告（施設から直接本人には報告していない）
/その他

Q21 受診者への結果報告までの期間（受診日からの平均的な期間）を教えてください。（択一） 2週間以内/4週間以内/4週間より長い
Q22～23 受診者本人にがん検診結果を報告しないことはありますか。 ない/ある（ある場合は理由）
Q24 職域から委託されたがん検診結果（便潜血検査結果）の職域への報告について教えてください。（択
一）

全職域に報告している/報告している職域としていない職域がある/職域に報告しない

Q25 貴施設での便潜血検査結果の受診者または職域へ報告している判定区分/指示をすべて選択してくださ
い。（複数選択）

精密検査不要/医療機関で直ちに精密検査をするよう指示（例：要精密検査、二次検査、再検査等）/直ち
に精密検査を受ける必要はないが、要フォローアップの指示（例：○ヶ月後に再検査、要経過観察等）/そ
の他

Q26  ”職域の検診受診者”について、現時点で把握できている項目をすべて選択してください。（複数選
択）

便潜血検査結果（陽性か陰性か）/要精密検査（陽性）となった場合の精密検査の受診の有無/要精密検査
（陽性）となった場合の精密検査に関する詳細情報（結果や受診施設等）

Q27 ”職域の検診受診者”について、把握している精密検査に関する項目について把握できている項目をす
べて選択してください（複数回答可）

精密検査の方法/大腸がんの有無/大腸がんであった場合のがんの進行度（早期がんか否か）

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を
把握 している。

Q28 貴施設における”職域の検診受診者”について、算出している指標をすべて選択してください。（複数
選択）

要精検率/精検受診率/がん発見率/陽性反応適中度/指標の算出はしていない

Q29  算出している検診に関する指標を用いた事業評価、改善に向けた検討を行っていますか。（択一） 積極的に実施している/可能な範囲で実施している/実施していない
Q30 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」のうち、現時点で実施できている、または現時点
ではできていないが今後実施可能と思われる項目を教えて下さい。（複数選択）

便潜血検査/検体の取り扱い/記録の保存/受診者への説明/システムとしての精度管理/事業評価に関する検
討

Q31 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容について、今後の実施可能性について教え
てください。（択一）

概ね実施可能/一部実施可能/実施不可能、または、わからない

事業評価に
関する検討

受診者へ
の説明

システムと
しての精度
管理

解説①：下記の 6 項目を記載した資料を、申込者全員に個別に配布する （ポスターや問診票など持ち帰れ
ない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

・がん検診は繰り返し受け続けることで効果が得られることを説明する。
・利益と不利益のバランスから国で推奨されている検診受診間隔が1年に1回であることを説明する。
・がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は、医療機関で診療を受ける必要があること、検診は
その代わりにはならないことを説明する。

検診の有効性（便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必
ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場
合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明する。

プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた
検討を行う。

職域検診用アンケート調査票
職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に全て報告する。 ※がん検診の結果及びそれに
関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、検体回収後2週間以内に行う。

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と
病理組織検査結果など）について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。 ※精
密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、便潜血検査陽
性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（便潜血検査の再検は不適切で
あること）を明確に説明する。

① 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査
となった場合には、必ず精密検査を受ける必要がある（便潜血検査の再検は不適切である）

精密検査の方法について説明する（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であること、
また全大腸内視鏡検査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となること）。

② 精密検査の方法（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査である、 また全大腸内視鏡検
査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となる）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共
有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、検診機関に対して提供できる（個
人情報保護法の例外事項として認められている）。

③ 精密検査結果は検診施設側でも把握する

Q19 貴施設において申込者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

⑥ 大腸がんの死亡は、わが国のがん死亡の中でも上位に位置する大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。



表2-2  職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案と職域検診用アンケートの質問および回答選択肢対応表＜乳がん検診＞

質問 回答選択肢
Q38 貴施設では、すべての受診者に伝わる方法で検診に関する説明（※）を行っていますか。※資料配
布、ポスター掲示、口頭説明等方法は問わない（択一）

すべての受診者に説明している/一部の受診者に説明している/説明していない

Q39 貴施設での検診に関する説明事項の伝え方について当てはまるものすべてを選択してください。（複
数選択）

受診者が持ち帰ることができる資料に記載している（ポスターや問診票など持ち帰れない資料ではない）/
受診者が持ち帰ることができない資料（ポスターや問診票等）に記載している/職員等が口頭で説明してい
る/その他

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、 下記の6
項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

Q40 受診者が持ち帰ることのできる資料の配布タイミングを選択してください。（択一） キット配布時/受診時/マンモグラフィ結果報告時/その他

Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q37 マンモグラフィで要精検となった場合、自施設内または附属施設内で精密検査として「大腸内視鏡検
査」を実施することができますか。（択一）

自施設内で実施できる/附属施設で実施できる（結果把握可）/附属施設で実施できる（結果把握不可）/自
施設内でも附属施設内でも実施できない

Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）

④-1 マンモグラフィによる乳がん検診は、乳がんの死亡率減少効果がある

④-2 検診で必ずがんが見つけられるわけではない（偽陰性）
④-3 がんでなくても検診の結果が「陽性」となることがある（偽陽性）
⑤-1 がん検診は繰り返し受け続けることで効果が得られる（定期的に検診を受診する必要がある）
⑤-2 ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する習慣）

Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

⑤-3 がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は、医療機関で診療を受ける必要がある（検診はそ
の代わりにはならない）

Q33～35 マンモグラフィ実施を勧めている対象年齢（択一） 決まっていない/決まっている
Q36 マンモグラフィ実施を勧めている検診間隔（択一） 決まっていない/毎年/2年に1回/その他
Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

Q43 職域がん検診の結果はどのように受診者本人に報告していますか。 (複数選択)
施設から直接本人に報告/施設から職域に、職域から本人に報告（施設から直接本人には報告していない）
/その他

Q44 受診者への結果報告までの期間（受診日からの平均的な期間）を教えてください。（択一） 2週間以内/4週間以内/4週間より長い
Q45～46 受診者本人にがん検診結果を報告しないことはありますか。 ない/ある（ある場合は理由）
Q47 職域から委託されたがん検診結果（マンモグラフィ結果）の職域への報告について教えてください。
（択一）

全職域に報告している/報告している職域としていない職域がある/職域に報告しない

Q48 マンモグラフィの判定は検診カテゴリー※を使用していますか。 ※検診カテゴリー：日本医学放射線
学会,日本放射線技術学会編マンモグラフィガイドライン参照

使用している/使用していない/わからない

Q49 貴施設でのマンモグラフィ結果の受診者または職域へ報告している判定区分/指示をすべて選択してく
ださい。（複数選択）

精密検査不要/医療機関で直ちに精密検査をするよう指示（例：要精密検査、二次検査、再検査等）/直ち
に精密検査を受ける必要はないが、要フォローアップの指示（例：○ヶ月後に再検査、要経過観察等）/そ
の他

Q50 ”職域の検診受診者”について、現時点で把握できている項目をすべて選択してください。（複数選
択）

マンモグラフィ結果（陽性か陰性か）/要精密検査（陽性）となった場合の精密検査の受診の有無/要精密
検査（陽性）となった場合の精密検査に関する詳細情報（結果や受診施設等）

Q51 ”職域の検診受診者”について、把握している精密検査に関する項目について把握できている項目をす
べて選択してください（複数回答可）

精密検査の方法/乳がんの有無/乳がんであった場合のがんの進行度（早期がんか否か）

撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を設置する。もし く
は、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。 ※自施設に雇用されていない乳がん検診
専門家

Q54 撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を設置してい
る、もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加していますか。 ※自施設に雇用され
ていない乳がん検診専門家

検討会や委員会を設置している、もしくは市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会等に参加してい
る/検討会や委員会を設置しておらず、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会等にも参加していな
い

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、積極的な把握に努める。 ※精密検査結
果及び最終病理結果・病期は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

受診者へ
の説明

解説①：下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問診票など持ち帰れ
ない資料や、口頭説明のみは不可とする）。

検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがんを 見
つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあ るこ
と（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明する。

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内に
行う。

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に報告する、もしくは全て報告されていること
を確認する。マンモグラフィはカテゴリー3以上を”乳がん検診要精検者”として報告・計上する。 ※がん検
診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明する。

システムと
しての精度
管理

⑥ 乳がんはわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置する

・がん検診は1度のみでなく、適切な検診間隔で繰り返し受け続けることで効果が得られることを説明す
る。
・利益と不利益のバランスから、国で推奨されている検診間隔が2年に1回であることを説明する。
・ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場
合は医療機関で診療を受ける必要があること、検診はその代わりにはならないことを説明する。

職域検診用アンケート調査票
職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査と
なった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する

① 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査
となった場合には、必ず精密検査を受ける必要がある

精密検査の方法について説明する（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞 診
や針生検等により行うこと。及びこれらの検査の概要など）。

② 精密検査の方法（マンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等、及びこれらの
検査の概要など）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関 がその結果を共
有することを説明する※。 ※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、検診機関に対して提供できる（個
人情報保護法の例外事項として認められている）。

③ 精密検査結果は検診施設側でも把握する

Q42 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q41 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）



表2-2  職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案と職域検診用アンケートの質問および回答選択肢対応表＜乳がん検診＞

質問 回答選択肢
職域検診用アンケート調査票

職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を
把握 している。

Q55 貴施設における”職域の検診受診者”について、算出している指標をすべて選択してください。（複数
選択）

要精検率/精検受診率/がん発見率/陽性反応適中度）/指標の算出はしていない

Q56 算出している検診に関する指標を用いた事業評価、改善に向けた検討を行っていますか。（択一） 積極的に実施している/可能な範囲で実施している/実施していない
Q57 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」のうち、現時点で実施できている、または現時点
ではできていないが今後実施可能と思われる項目を教えて下さい。（複数選択）

検診項目/質問（問診）・乳房エックス線撮影の撮影（撮影機器、撮影技師）/乳房エックス線撮影の読影
記録の保存/受診者への説明/システムとしての精度管理/事業評価に関する検討

Q58 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容について、今後の実施可能性について教え
てください。（択一）

概ね実施可能/一部実施可能/実施不可能、または、わからない

事業評価に
関する検討 プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた

検討を行う。



表2-3  職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案と職域検診用アンケートの質問および回答選択肢対応表＜子宮頸がん検診＞

質問 回答選択肢
Q63 貴施設では、すべての受診者に伝わる方法で検診に関する説明（※）を行っていますか。※資料配
布、ポスター掲示、口頭説明等方法は問わない（択一）

すべての受診者に説明している/一部の受診者に説明している/説明していない

Q64 貴施設での検診に関する説明事項の伝え方について当てはまるものすべてを選択してください。（複
数選択）

受診者が持ち帰ることができる資料に記載している（ポスターや問診票など持ち帰れない資料ではない）/
受診者が持ち帰ることができない資料（ポスターや問診票等）に記載している/職員等が口頭で説明してい
る/その他

解説②：資料は基本的に受診時に配布する※。
※委託元が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項
目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。

Q65 受診者が持ち帰ることのできる資料の配布タイミングを選択してください。（択一） キット配布時/受診時/子宮頸部細胞診結果報告時/その他

Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）
Q62 子宮頸部細胞診（医師採取）で要精検となった場合、自施設内または附属施設内で精密検査として
「大腸内視鏡検査」を実施することができますか。（択一）

自施設内で実施できる/附属施設で実施できる（結果把握可）/附属施設で実施できる（結果把握不可）/自
施設内でも附属施設内でも実施できない

Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）

④-1 子宮頸部細胞診によるがん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率減少効果がある

④-2 検診で必ずがんが見つけられるわけではない（偽陰性）

④-3 がんでなくても検診の結果が「陽性」となることがある（偽陽性）
Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）

⑤-1 がん検診は繰り返し受け続けることで効果が得られる（定期的に検診を受診する必要がある）

Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

⑤-2 がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は、医療機関で診療を受ける必要がある（検診はそ
の代わりにはならない）

Q58～60 子宮頸部細胞診（医師採取）実施を勧めている対象年齢（択一） 決まっていない/決まっている
Q61 子宮頸部細胞診（医師採取）実施を勧めている検診間隔（択一） 決まっていない/毎年/2年に1回/その他
Q66 貴施設において受診者が持ち帰ることができる資料に記載している内容に含まれるものをすべて選択
してください。（①～⑥複数選択）
Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

Q68 職域がん検診の結果はどのように受診者本人に報告していますか。 (複数選択)
施設から直接本人に報告/施設から職域に、職域から本人に報告（施設から直接本人には報告していない）
/その他

Q69 受診者への結果報告までの期間（受診日からの平均的な期間）を教えてください。（択一） 2週間以内/4週間以内/4週間より長い
Q70～71 受診者本人にがん検診結果を報告しないことはありますか。 ない/ある（ある場合は理由）
Q72 職域から委託されたがん検診結果（子宮頸部細胞診結果）の職域への報告について教えてください。
（択一）

全職域に報告している/報告している職域としていない職域がある/職域に報告しない

Q73 子宮頸部細胞診の判定はベセスダシステムによる分類※を使用していますか。 ※The Bethesda
System for Reporting Cervical Cytology second edition 及びベセスダシステム2001アトラス参照

使用している/使用していない/わからない

Q74 貴施設での子宮頸部細胞診結果の受診者または職域へ報告している判定区分/指示をすべて選択してく
ださい。（複数選択）

精密検査不要/医療機関で直ちに精密検査をするよう指示（例：要精密検査、二次検査、再検査等）/直ち
に精密検査を受ける必要はないが、要フォローアップの指示（例：○ヶ月後に再検査、要経過観察等）/そ
の他

Q75 ”職域の検診受診者”について、現時点で把握できている項目をすべて選択してください。（複数選
択）

子宮頸部細胞診結果（陽性か陰性か）/要精密検査（陽性）となった場合の精密検査の受診の有無/要精密
検査（陽性）となった場合の精密検査に関する詳細情報（結果や受診施設等）

Q76 ”職域の検診受診者”について、把握している精密検査に関する項目について把握できている項目をす
べて選択してください（複数回答可）

精密検査の方法/子宮頸がんの有無/上皮内病変の有無/子宮頸がんであった場合のがんの進行度（早期がん
か否か）

診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専門
医※を交えた会）等を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会等に参加
する。 ※当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医

Q79 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診
専門医※を交えた会）等を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会等に
参加する。 ※自施設に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医

検討会や委員会を設置している、もしくは市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会等に参加してい
る/検討会や委員会を設置しておらず、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会等にも参加していな
い

受診者への結果の通知・説明、またはそのための委託元への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内に
行う。

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、委託元に全て報告する、もしくは全て報告されている
ことを確認する。子宮頸部細胞診はASC-US以上の判定はすべて”子宮頸がん要精検者”とし報告・計上す
る。※がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

受診者へ
の説明

解説①：下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する（ポスターや問診票など持ち帰れな
い資料や、口頭説明のみは不可とする）。

システムと
しての精度
管理

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV 検
査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと）について、積極的な把握に努め
る。※精密検査（治療）結果とは地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

Q67 貴施設において受診者が持ち帰ることができない資料または口頭で説明している内容に含まれるもの
をすべて選択してください。（①～⑥複数選択）

子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、20代以降に増加することなどを説明する。 ⑥子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、20代以降に増加する

職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）
職域検診用アンケート調査票

検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること）に 加え
て、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の 結果が
「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明する。

・がん検診は1度のみでなく、適切な検診間隔で繰り返し受け続けることで効果が得られることを説明す
る。
・利益と不利益のバランスから国で推奨されている検診間隔が2年に1回であることを説明する。
・がん検診結果が陰性でも何らかの症状がある場合は医療機関で診療を受ける必要があること、検診はそ
の代わりにはならないことを説明する。

検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査 と
なった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する。

① 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査
となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する

精密検査の方法について説明する（精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診 や
細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など）。

② 精密検査の方法（精密検査は検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診や細胞診、HPV 検査などを
組み合わせたものを実施する、及びこれらの検査の概要など）

精密検査結果を把握すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共
有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、検診機関に対して提供できる（個
人情報保護法の例外事項として認められている）。

③ 精密検査結果は検診施設側でも把握する



表2-3  職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）案と職域検診用アンケートの質問および回答選択肢対応表＜子宮頸がん検診＞

質問 回答選択肢
職域検診用チェックリスト（仕様書必須項目兼用）

職域検診用アンケート調査票

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を
把握 している。

Q77 貴施設における”職域の検診受診者”について、算出している指標をすべて選択してください。（複数
選択）

要精検率/精検受診率/がん発見率/陽性反応適中度）/指標の算出はしていない

Q78 算出している検診に関する指標を用いた事業評価、改善に向けた検討を行っていますか。（択一） 積極的に実施している/可能な範囲で実施している/実施していない
Q80 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」のうち、現時点で実施できている、または現時点
ではできていないが今後実施可能と思われる項目を教えて下さい。（複数選択）

検診項目/問診・視診/子宮頸部細胞診検体採取（健診機関での精度管理）/子宮頸部細胞診検体採取（細胞
診判定施設での精度管理）/受診者への説明/システムとしての精度管理/事業評価に関する検討

Q81 「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容について、今後の実施可能性について教え
てください。（択一）

概ね実施可能/一部実施可能/実施不可能、または、わからない

事業評価に
関する検討 プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた

検討を行う。
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